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※年号の変更にかかる西暦標記は年度については使用しません。以後同。本計画は UDフォントを使用しています。 

はじめに ～「地域福祉計画」について～ 

本市では、市民と行政が一体となって、自分たちの住んでいる

まちを誰もが暮らしやすい、温かいまちにすることを目的に、平

成２２年に由利本荘市地域福祉計画を策定し、取り組みを進めて

きました。 

平成２７年度から３１年度までを計画期間とする「第２期由利

本荘市地域福祉計画」では、「笑顔あふれる健康・福祉の充実」と

いう基本政策を掲げ、地域福祉推進の取り組み方向を共有すると

ともに、役割分担や協働など連携体制のあり方を明らかにしてい

ます。 

今後は、制度、分野、支え手、受け手の垣根を超え、地域づくり

を我が事としてとらえ、様々な分野の人々同士や資源が全体かつ

一体としてつながることで、ここに暮らす市民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現

にむけた具体的な方針と施策を定め取り組んでまいります。 

また、子供から高齢者、障がい者、生活困窮者を隔てなく受け

入れる包括的な総合相談窓口や支援体制の確立に向け取り組んで

いきます。 

なお本計画では、障がいのある方の思いを大切にし、地域共生社

会の実現を推進するという観点から、法令や固有名詞などをのぞ

き、「障害」の「害」の表記をひらがなの「障がい」としています。 

令和２年４月（令和２年３月改定） 

由利本荘市 
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１ 計画策定の背景と目的 

 

近年、高齢化や単身世帯の増加、経済的な困窮やライフスタイルの多様化などにより、かつての

地域住民の相互の社会的なつながりが希薄化し社会的な孤立を生んでいます。その結果、互いの

助け合いによる地域の問題解決力が失われつつあります。そのような状況の中、家庭における扶助

機能は弱くなり、多くの人々が生活不安やストレスを抱え、自殺や家庭内暴力、児童・高齢者虐待、

引きこもり＊1などが大きな社会問題となり、当市においても社会の変容と相まって様々な問題が

個人や世帯において複数の分野に広がる「問題の広域化」と幅広い年齢層にわたる「問題の重層

化」が見られるようになってきています。 

そのような広域化・重層化する問題解決へ向けた方針として、包括的な相談支援体制を確立する

必要があります。その一歩として支援の重要な入口である相談支援について、様々な問題に対応で

きる「総合的な相談窓口」を鶴舞会館へ設置し、継続的に機能強化を図るとともに官民協働のもと

迅速かつ包括的な支援が出来る体制の構築を進めます。 

また、全国で急速に進む少子高齢化と人口減は本市においても同様であり、経済の担い手の減

少を招き、地域の活力や持続可能性を脅かす問題です。この問題に具体的に対応すべく「健康由利

本荘21計画」や「由利本荘市子ども・子育て支援事業計画」を軸に市民の健康寿命の延伸、子育て

支援による地域活力を図ってまいります。 

そのような状況の中、超高齢社会がさらに進み、団塊の世代が７５歳となる２０２５年頃には、現

在の人的資源や施設の状況では、在宅医療と介護サービスが十分対応できなくなることが懸念さ

れています。 

また、東日本大震災を契機として、家族や地域のつながりや絆が見直され、地域住民同士の支え合

い、助け合いの重要性が再認識されています。 

地域に暮らす人々が抱える生活課題は多様化、増大化しており、従来の公的なサービスのみでは

対応できなくなってきていますし、現在のサービス水準を維持することも難しい状況にあります。 

このような課題を解決するためには、行政や社会福祉事業者だけでなく、多様な民間団体や住民

一人ひとりが担い手となって、協働しながら課題解決を図る「地域共生社会」を進める必要があり

ます。 

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が相互

に協力して住みやすい地域社会づくりに取り組むために、目指すべき姿や方向を示すとともに、役

割分担や協働などの連携体制の在り方を示し、地域福祉を推進するため、由利本荘市地域福祉計

画を策定します。 

＊１引きこもり  さまざまな要因によって、自宅に引きこもりがちで社会参加することが少なくなっている状態のことをいいます。 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、社会福祉法第１０７条に規定された市町村地域福祉計画として位置付けられます。 

本市における地域福祉を推進するための施策展開の基本となるもので、本市の総合計画「新創

造ビジョン」を上位計画とし、総合計画の重点戦略に基づいた保健福祉分野における基本指針とな

るものです。 

本市の保健福祉分野の個別計画は「由利本荘市高齢者保健福祉計画」、「由利本荘市子ども・子

育て支援事業計画」、「由利本荘市障がい者計画」、「健康由利本荘２１計画」そして市社会福祉協議

会＊２が主体となる「地域福祉活動計画」が策定・施行されています。 

それぞれの個別計画の策定には、多くの市民が関わりを持ち、また市民アンケートなどの実施に

より市民ニーズの把握に努めて来ました。 

こうしたことをふまえ本計画は、これら個別計画が持つ専門的な考えや取り組みを地域福祉とい

う視点でつなぎ、個別計画による施策・事業をより効果的に展開する計画として位置付けます。 

 

＊2  社会福祉協議会 社会福祉法（平成12年社会福祉事業法より法名改正）において、社会福祉に関する事業・活動を行うことにより

「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」として明文化されている社会福祉法人です。地域住民やボランティア団体、社会福祉施

設などの関係者と協力して、誰もが安心して暮らすことができる「福祉のまちづくり」を目指す民間の非営利団体です。 

  

【参考】社会福祉法関連条文（抜粋） 

（目的） 

第１条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社

会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地

域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業

の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、も

って社会福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行

う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員

として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が

与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

 

（包括的な支援体制の整備） 
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5-（市町村地域福祉計画） 

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める

計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

  一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 

  二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

  三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

  四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

  五 前条第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事

項 

 

 ２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域 

住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとす 

る。 

 

 ３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を 

行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更する 

ものとする。 
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３ 策定の考え方 

 

 由利本荘市地域福祉計画（平成２７年度～平成３１年度）は、平成２７年６月に策定された計画です

が、「由利本荘市避難行動要支援者避難支援プラン」及び「生活困窮者自立支援方策」の内容を計画

に盛り込み、地域における要配慮者（避難行動要支援者※3）に係る情報の把握・共有・安否確認方法

及び平成２７年度より実施する生活困窮者に対する支援方策を明らかにしました。今回、第２期計

画が平成３１年度（令和元年度）で終了することを受け、地域情勢の変化や新たな生活課題に対応す

る取り組みにも配慮し、第３期計画として策定します。 

本計画の実行には、地域福祉を推進する民間計画の中核として位置付けられている社会福祉法

人由利本荘市社会福祉協議会（以下社会福祉協議会）が策定する「由利本荘市社会福祉協議会地域

福祉活動計画」との連携が欠かせません。地域住民の自主的・主体的な地域福祉の推進を目指す

「地域福祉活動計画」と連携し、同じ目標に向かって推進を図っていきます。また、地域共生社会の

実現に向け、制度や分野の垣根を超えたつながりの構築と自分の事として地域づくりに参加する

方策や包括的な相談支援の充実に向けた方策を進めて参ります。 

 

図１-１ 計画の相関関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊3

  要配慮者（避難行動要支援者） 災害が発生した場合に自らを守るための適切な行動が困難で、避難するためになんらかの支援が

必要な方のことです。本市ではそのような方などに対して、消防、社会福祉協議会、自主防災組織、民生委員・児童委員、近隣の方などが

連携して支援していくこととしています。 
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４ 個別計画の概要 

 

□由利本荘市総合計画「新創造ビジョン」 

由利本荘市総合計画は、由利本荘市におけるまちづくりの基本理念と１０年後のまちの将来像を

定め、その実現に向けて、基本となる戦略・政策を定める市政経営方針です。 

この総合計画は、市政経営の最上位計画に位置づけられるものであり、市民・地域企業・関係機

関・行政が本市のまちの将来像を共有し、その実現に向かって、チーム「オール由利本荘」で新たな

まちづくりを進める「羅針盤」の役割を果たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜まちづくりの基本理念＞ 

〔Ⅰ〕人と豊かな自然をつなぐ、健やかで創造性あふれるまちづくり 

〔Ⅱ〕交流とにぎわいを生み出す、活き活きと躍動するまちづくり 

〔Ⅲ〕住民自治と協働の精神に基づく、可能性豊かで自立したまちづくり 

 

＜まちの将来像＞ 

人と自然が共生する躍動と創造の都市
ま ち

 

～新たな「由利本荘市」への進化～  

 

＜まちの将来像を実現するための最大テーマ＞ 

人口減少に歯止めをかける 

＜人口減少に歯止めをかけるための戦略方針＞ 

国内外から人と財が集まる 

「地域価値（由利本荘ブランド）」を創造する 

＜重点戦略＞ １ 産業集積の強靭化と雇用創出 

２ 子どもを産み育てやすい環境の創造 

３ 生きがいあふれる健康長寿社会の形成 

４ ふるさと愛の醸成と地域コミュニティの再生 

 

＜計画期間＞ 平成２７年度～令和６年度 



第１章 地域福祉計画の策定に当たって 

- 6 - 

□由利本荘市障がい者計画 

 

この計画を構成する障がい者計画は、「障害者基本法」第１１条第３項の「障害者のための施策に

関する基本的な計画（市町村障害者計画）」として策定するものです。一方、障がい福祉計画は障害

者総合支援法第８８条の「基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律

に基づく業務の円滑な実施に関する計画（市町村障害福祉計画）」として定めるものです。 

「障がい者計画」は障がい者施策全般を定める計画であり、「障がい福祉計画」は障がい福祉サー

ビスの見込量や目標値等を掲げる実施計画であることから、「障がい福祉計画」は「障がい者計画」

の一部として位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障がい者計画 

＜基本目標＞ 

幼年期から高齢期までのライフステージすべての段階において、障がいのある人が生

活のあらゆる場面で持てる能力を最大限に発揮し、その人らしく生きる権利の回復を目

指す「リハビリテーション」の理念と、障がいのある人もない人も社会の中で普通の生

活を送り、共に生きる社会が通常の社会であるという「ノーマライゼーション」の理念

を基本理念とし、これを踏まえ障害者基本法の目指す社会像「共生する社会」の実現を

目標に定め各施策を推進していきます。 

 

 ○障がい福祉計画 

 ＜基本理念＞ 

自立と共生社会を実現し、 

障がい者が地域で安心して暮らせる社会の構築 

 

 ＜基本目標＞ 

  Ⅰ．障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

Ⅱ．市を中心とし地域サービス提供事業所一体となった 

障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施 

Ⅲ．入所施設等から地域生活への移行、地域生活の継続支援、 

就労等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

 

＜計画期間＞ 平成３０年度～令和２年度 
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□由利本荘市子ども・子育て支援事業計画 

 

この計画は、子ども・子育て支援法の基本理念を踏まえ、概ね１８歳未満の子どもとその家庭を対

象に、子どもの育ちや子育て家庭の支援をするとともに、保育や幼児教育の場、学校、事業者、各機

関が相互に協力し、市民の理解と認識を深め、地域社会が一体となって子ども・子育てを推進する

ために策定するものです。 

また、この計画は、同法第６１条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」に位置付けられ、

主に「福祉・保健・教育」の分野に視点を置いて、次世代育成支援対策推進法第8条に基づく「市町

村行動計画」と一体的に策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞  

地域で支え、次世代を育む 

子育ての喜びあふれる社会
ま ち

づくり 
 

＜基本目標＞ 

（１）「保護者の主体的な子育て」への支援 

（２）健やかに子どもを育てる教育・保育の充実 

（３）子どもと子育てにやさしい環境づくり 

（４）安心して産み育てられる環境づくり 

（５）多様性に配慮したきめ細やかな取り組み 

（６）仕事と子育ての調和の実現 

 

＜計画期間＞ 令和２年度～令和６年度 



第１章 地域福祉計画の策定に当たって 

- 8 - 

□由利本荘市高齢者保健福祉計画 

 

この計画は、令和７年度までの中長期的な視野に立った本荘由利広域第７期介護保険事業計画

と整合しながら、本市第５期計画（平成２４～２６年度）と、第６期計画（平成２７年度～２９年度）の延

長線上に位置づけられております。 

このような位置付けを踏まえ、前計画の基本理念を引き継ぎ、保健・医療・福祉・介護が連携しな

がら、基本理念の実現を目指し、関連施策の整備・推進を図っていくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞ 

高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域で 
その有する能力に応じ 

自立した日常生活を営むことを可能とする地域づくり 
 

＜基本方針＞ 

「地域の住民が安心して心豊かに暮らせる社会の形成」を目指す上で何よりも大切な

ことは、医療や介護が必要になっても、ふれあいの絆の中で、自らの能力を最大限に生

かしながら「生きがい」と尊厳を持って主体的に暮らし、つながりとふれあいのある地

域をつくることです。 

今後ますます高齢化が進行していくなか、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、認

知症高齢者の増加も見込まれておりますが、医療、介護、予防、住まい、生活支援サー

ビスが連携した包括的な支援・サービス提供体制「地域包括ケアシステム」の機能強化

を図ることで、高齢者が介護や療養が必要になっても、可能な限り住み慣れた地域で自

立した日常生活を営むことを可能とする地域づくりを目指します。 

 

＜重点施策＞ 

（１）高齢者の自立支援、介護予防の推進 

 

（２）地域の実情に合わせた介護サービスの充実 

 

（３）地域における高齢者の支援体制の強化 

 

＜計画期間＞ 平成３０年度～令和２年度 
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□健康由利本荘２１計画 

 

この計画は、本市における健康づくり対策の基本となるもので、本市の総合計画を上位計画とし

て基本理念に基づいた本計画の施策や市民への支援をより効果的に展開推進するための計画と位

置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□由利本荘市社会福祉協議会地域福祉活動計画 

 

この計画は、由利本荘市社会福祉協議会が中核的な役割を担い、地域住民や社会福祉に関する

活動を行う者（個人・グループ・団体等）、社会福祉事業を経営する者及び行政機関などと協力し、

民間サイドからの福祉のまちづくりを進めるための活動及び行動の計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜計画の目標＞  

  市民が健康で生活できるような健康寿命の延伸と、いきいきと実り豊かな生活を送る

ことができる「健やかさと優しさあふれる健康福祉のまちづくり」を最大の目標とし、

その実現のために生活習慣病予防を基点として、市民一人ひとりが健康づくりの意義と

必要性を理解し、意識を高め、個人･家庭と地域社会そして行政が一体となった健康づ

くりを推進します。 

＜基本方針＞ （１）生活の質を高め、健康寿命の延伸を図る 

（２）生活習慣病予防対策の徹底を図る 

（３）こころの問題や病気への理解を図る 

＜計画期間＞ 平成２６年度～令和５年度 

＜基本理念（スローガン）＞ 

みんなが主役 安心のまちづくり 

＜基本目標＞ 

（１）【つながる“力”】… 地域住民や関係機関とのつながりを深め、ふれあいや支

え合いの活動が活性化することを目指します。 

（２）【支え合う“力”】… 住み慣れた地域で安心して生活することのできる地域づ

くりを目指します。 

（３）【解決する“力”】… 地域の多様な生活福祉課題の解決に向けて、質の高い支

援の提供を目指します。 

（４）【組織の“力”】 … 質の高い支援を提供するために組織や経営基盤の強化を

図ります。  

＜計画期間＞ 令和２年度～令和６年度 
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５ 計画期間 

 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５年間とし、おおむね３年で必要な見直しをし

ます。 

 

図１-２ 関連計画の計画期間 

 

令和 

2年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

      

由利本荘市総合計画（～令和６年度） 

由利本荘市地域福祉計画 

第７期 

健康由利本荘２１計画（～令和５年度） 

第２期由利本荘市子ども・子育て支援事業計画 

由利本荘市社会福祉協議会地域福祉活動計画 

第６期由利本荘市障がい福祉計画 

第２期障がい児福祉計画 

第８期由利本荘市高齢者保健福祉計画 

第７期計画 

第３期計画（児） 

第 5期 

第１期 
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１ 人口と世帯の状況 

 

(1) 人口の推移 

由利本荘市の人口は平成７年の国勢調査で９４，４１０人でしたが、その後の調査のたびに減少

を続けています。平成２２年から２７年は大幅な減少となり、以後も減少傾向にあります。令和元

年には平成27年と比較し4.6％の減となっています。 

現在、日本では人口に占める高齢者が３人に１人の割合となりつつあり（令和元年9月15日現

在推計で、総人口に占める割合は28.4％）６５歳以上の高齢者が過去最高となっており、少子高

齢化と人口減少が進行しています。 

 

図表２－１ 人口の推移 

 

 

 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 令和元年 

総人口 92,843 89,555 85,229 79,927 78,730 76,235 

（資料：平成7年～平成27年は国勢調査、平成29年は9月末、令和元年は11月末住民登録） 
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(2) 世帯数と世帯人員 

世帯数は令和元年度には平成27年度と比較し大幅に増加し、反面１世帯当たりの人員は平成

７年で３．６０人であったものが令和元年には２．４９人まで減少し、本市においても核家族化が進

行していることが顕著となっています。 

 

図表２-２ 世帯数と世帯人員 

 

 

 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 令和元年 

世帯数 27,805 28,564 28,648 28,349 30,604 30,654 

世帯人員数 3.34 3.14 2.98 2.82 2.57 2.49 

（資料：平成7年～平成27年は国勢調査、平成29年は9月末、令和元年は11月末住民登録台帳調） 
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(3) 世代別人口の推移 

世代別人口の推移をみると、全体的な人口減少に加え、０～１４歳の世代が8,000人を切るな

ど顕著な減少傾向となっています。その一方、６５歳以上の世代の人口が増加し続けており、急

速な少子化・高齢化の進展を裏付けています。 

高齢化率は、全国平均を大きく上回っており、平成２５年には３０％を超えるなど年々高くなっ

てきています。 

 

図表２-３ 世代別人口 

 

 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 令和元年 

0～14歳 13,316 11,280 9,958 8,551 8,284 7,708 

15～64歳 57,360 54,011 50,059 44,556 43,161 40,666 

65歳以上 22,162 24,197 24,700 26,427 27,285 27,809 

（資料：平成2年～平成22年は国勢調査、不詳除く、平成29年は9月末住民登台帳調令和元年は市11月末住民登録台帳調による） 

 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成29年 令和元年 

由利本荘市 24.0 27.0 29.2 33.2 34.7 36.5 

秋田県 23.5 26.9 29.6 33.8 35.5 － 

全 国 17.4 20.2 23.0 26.6 27.7 － 

（資料：平成2年～平成22年は国勢調査、平成29年は国10月末、県7月末、市9月末住民登録台帳調。令和元年は市11月末住民登録台

帳調による）
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(4) ひとり暮らし高齢者 

ひとり暮らしの高齢者は、年を追うごとに大幅に増加しています。高齢者人口の増加のほか、

少子化や核家族化などさまざまな要素の理由が考えられます。 

また、高齢者のみで構成される世帯数は令和元年では、８，６５１世帯に達しています。 

 

図表２-４ ひとり暮らし高齢者数の推移  

 

 

 

 

 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成30年 令和元年 

男 333 493 584 846 1,355 1,463 

女 1,337 1,720 1,975 2,253 3,282 3,385 

計 1,670 2,213 2,559 3,099 4,637 4,848 

（資料：平成１2年～平成27年は国勢調査、平成30年、令和元年は各年度秋田県老人月間関係資料７月１日現在） 
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２ 就学前児童の状況 

 

世代別人口の推移でも表われていたように、就学前児童数においても減少傾向にあります。 

 

図表２-５ 就学前児童数の推移 

 

 

 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

就学前児童数 3,366 3,187 3,009 2,902 2,787 

 園児数 2,758 2,625 2,420 2,427 2,314 

 

保育園児童数 2,404 2,316 2,109 2,061 1,942 

幼稚園児童数  350  212  123  123 167 

認定こども園

児童数 
4 97 188 243 205 

（資料：就学前児童数・園児数は各年とも４月１日現在 子育て支援課） 
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３ 障がい者の状況 

 

身体障害者手帳等の障害者手帳を所持している方は、令和元年１２月現在、市全体で５，177人

と、人口の6．8％となっています。 

内訳は、身体障害者手帳保持者3，985人、療育手帳（知的障がい者のための手帳）所持者７74

人、精神障害者保健福祉手帳所持者418人となっており、身体障害者手帳所持者のうち最も多い

のが肢体不自由の方、次いで内部障がい、聴覚平衡機能障がいの順となっています。 

 

図表２-６ 障がい者の状況 

 

 

 

 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

身体障害者手帳 

所持者数 
4,529 4,435 4,251 4,000 3,985 

療育手帳 

所持者数 
 702 722 715 766 774 

精神障害者保健 

福祉手帳所持者 
 325 340 374 391 418 

（資料：平成27～30年とも３月末現在、令和元年は１２月現在・福祉支援課） 
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４ 生活保護の状況 

 

生活保護は、何らかの事情により真に生活に困窮した場合に、その困窮の程度に応じて必要な保

護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ることを目的とした制度です。 

平成30年の生活保護の状況は、被保護世帯６26世帯、被保護人員797人で、前年より下回っ

て、高齢世帯も増えており、今後の動向については不透明な状況です。人口１，０００人当たりの被

保護人員を表す保護率では、全国や秋田県平均を下回っています。 

 

図表２-７ 生活保護の状況 

 

 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

被保護世帯数 620 642 637 633 626 

被保護人員 818 850 832 811 797 

保
護
率 

由利本荘市 9.9 10.5 10.5 10.2 10.3 

秋田県 14.7 14.9 14.7 14.8 14.7 

全 国 17.0 17.0 16.9 16.8 16.6 

（資料：各年度とも年度平均・福祉支援課） 

  

620 642 637 633 626

818 850 832 811 797

9.9

10.5 10.5

10.2

10.3

9.6

9.7

9.8

9.9

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

‰人・世帯数
被保護世帯数 被保護人員 保護率



第２章 地域福祉を取り巻く状況 

- 18 - 

５ 介護保険の状況 

 

要支援・要介護認定者数は平成２３年から５千人を超えており、令和元年１２月３１日現在で、介護

保険の要支援、要介護認定者は、５，６１７人となっています。要支援・要介護とも年々増加傾向にあ

ります。 

毎年、介護度２以上の認定者が、全体の約３分の２を占めています。 

 

図表２－８ 介護認定者の推移 

 

 

 

 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

要支援１ 236 266 283 315 308 

要支援２ 504 511 487 540 541 

要介護１ 991 978 961 1,021 1,080 

要介護２ 1,200 1,252 1,304 1,320 1,315 

要介護３ 965 940 909 960 968 

要介護４ 811 818 847 817 817 

要介護５ 655 656 605 578 588 

合 計 5,362 5,421 5,396 5,551 5,617 

（資料：令和元年は１２月末、他各年とも３月末現在・長寿支援課）
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１ 計画の基本理念 

 

地域福祉計画の基本理念は、由利本荘市総合計画「新創造ビジョン」に即し、各種施策を推進す

るための基本となる考え方であり、これからの福祉のまちづくりの方向性を示すものです。 

市の保健福祉分野の個別計画、連携する社会福祉協議会の活動計画などの基本理念を踏まえ、

由利本荘市地域福祉計画の基本理念を次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本理念の趣旨◆ 

 

生後間もない子どもから高齢者、また社会的に様々な問題を抱える方々など、地域に住む市民

全員や社会福祉を推進する事業者、福祉に関する活動を行う者など地域住民全員が地域問題を

「我が事」と考え、互いに協力し合うことにより、福祉の手を必要とする人たちが地域社会を作る一

員として日常生活を送り、社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に参加する事ができる、すべ

ての地域住民を念頭においた地域共生社会を実現する事が大きなテーマです。 

そのため、市民自身の意欲と地域の絆を大切にしながら、地域の問題は我が問題と捉え、その問

題を丸ごと受け止める支援体制とその解決に向け、地域の人々、地域の社会資源を包括的に結び

付け支援していく体制を構築していきます。「ひとりがみんなのために」「みんながひとりのために」

という互いに支え合い、助け合う共助の考えを基本に、地域福祉を推進し、市民の笑顔があふれる

地域共生社会を目指します。 

 

 

◆基本理念◆ 

笑顔あふれる健康・福祉の充実 
 

～ 我が事と思い皆が手を取り進める地域福祉 ～ 

第３章 計画の基本方針 
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２ 計画推進のためのそれぞれの役割 

 

地域には多様な福祉ニーズが潜在しており、それらのニーズに対応していくための地域福祉活動

の主役は、地域に生活している市民一人ひとりであり、社会福祉事業を営む者であり、社会福祉に

関する活動を行うもの（以下地域福祉の推進者）であります。誰もが地域福祉サービスの提供者で

あり、受け手（当事者）でもあります。 

住み慣れた地域で支え合う地域共生社会を実現させていくためには、行政と地域福祉推進者が

互いに協力し協働する事により包括的なネットワークを形成していくことが必要です。具体的には

市民や社会福祉協議会はもちろん、ボランティア団体、ＮＰＯ、関係機関・団体、事業者が地域福祉

推進の重要な担い手となります。そこで、地域福祉の推進のための担い手それぞれの役割と、行政

の役割を次のように位置づけます。 

 

(1) 個人・家庭 

・福祉に対する意識や認識を高め、地域共生社会の構成員のひとりであること、福祉サービスの

受け手（当事者）としてだけでなく、地域福祉の担い手でもあることの意識も併せ持つことが大

切です。 

・日常的な隣近所の交流により日頃からコミュニケーションをとる、地域の活動や行事に参加す 

るなど住民主体の地域づくりに自主的に参画することが求められています。 

・家庭においては、思いやりや自主性、責任感などを育む家庭の機能の充実を図り、地域との連 

携のもとに、家族が親密なふれあいを保ち、相互に助け合える人間関係を形成します。 

 

(2) 民間団体等 

① 社会福祉協議会 

・地域福祉を推進する様々な団体や機関などの参加、協力のもとに組織された社会福祉協議 

会は、社会福祉法において地域福祉を推進する中核として位置付けられています。 

・社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画と本計画が一体として進められ、地域福祉の 

推進者と共に地域福祉活動を活性化するとともに、行政との協働や市民や各種団体と行政の 

調整役として大きな役割を持っています。 

 

② 地域コミュニティ（自治会や町内会など自治組織等） 

・地域コミュニティは地域の活動や行事を通じて、住民同士のつながりを作ることによって、そ 

の地域ならではの地域課題の把握、掘り起しが可能です。 

・課題を共有し、明らかにすることで、それぞれ地域課題に自主的に取り組むボランティア団 

体・ＮＰＯ、教育関係機関などの各種団体、行政や社会福祉協議会などと連携、協働する仕組 

みを構築できます。 

・自主防災組織の活動を通じて、日頃からの防災意識の啓発や災害時に備えた支援協力体制 
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づくりに努めます。 

 

③ ボランティア団体・ＮＰＯ 

・より高い専門性をもって、地域コミュニティ（自治会や町内会等）の活動支援を継続すること 

で、市民だけでは難しい課題の解決に大きな力となり得ます。 

・社会的な役割を意識して課題解決に取り組む団体として、行政と協働し地域福祉を推進しま 

す。 

 

④ 事業者 

・福祉サービス提供事業者は、市民の多様なニーズに的確に応えることが求められています。 

日常生活を支援するサービスの展開、利用者の立場に立ったサービスの質の確保、情報提供 

や公開などが求められ、関係機関との連携による総合的なサービス提供に取り組みます。 

・福祉施設などにおいては、ボランティア体験や福祉教育の場としての役割や、地域連携のた 

め地域福祉の拠点としての役割があります。 

・福祉サービス提供事業者のみでなく、一般企業や企業団体においても、地域貢献も企業の目 

的の一つであることや地域の一員としての意識から、地域活動や技術などを生かした奉仕活 

動に積極的に継続して取り組みます。 

・高齢者や障がい者の就労の場の提供に努めます。 

 

⑤ 民生委員・児童委員等 

・民生委員･児童委員は、不安や福祉ニーズを持つ地域の人たちの最も身近な相談窓口とし 

て、自立して暮らすために様々な支援を行い、安心して暮らせるまちづくりを進める役割を果 

たしています。知識や情報を駆使して、受けた相談の解決に向け適切な取り組みをするほか、 

要支援者の発見、人々への働きかけなど、地域における様々な福祉活動のつなぎ役となりま 

す。 

 

⑥ 教育関係機関等（学校、幼稚園・保育園、ＰＴＡ、保護者会、子ども会等） 

・子どもたちが、高齢者や障がい者等との交流やさまざまなボランティア活動を体験する機会 

を作るなど、支え合いの気持ちを育む取り組みを推進します。 

・地域コミュニティと連携を図り、児童生徒が地域の一員として活躍する機会を設けることに 

より、地域を愛する心を育む取り組みを推進します。 

 

(3) 行政 

・地域福祉の推進には、地域住民や関係団体の自主的な取り組みが重要ですが、行政は市民福祉 

の向上を目指して福祉施策を総合的に推進する責務があります。そのため、市民の福祉ニーズの 

把握に努め、公的サービスの充実を図るとともに、地域福祉を推進する団体や関係機関等とそ 
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れぞれの役割を踏まえながら、相互に連携、協力し地域福祉活動の促進に努めます。 

・行政内部においては、困難ケース化する地域福祉問題が複雑化及び個人にとどまらず家庭全 

体の問題として複合化している現状を踏まえ、その問題を年齢や分野を超え丸ごと受け止め、継 

続的に支援ができる体制の構築を目指し、その一歩と致しまして鶴舞会館に総合相談窓口を設 

けます。現在、各分野で行われている民間を含む相談支援体制をより深める事により、連携だけ 

でなく官民協働による支援体制を確立し一丸となった体制を目指します。また福祉・保健・医療 

分野をはじめ、生活関連分野を担当する関係部署等との連携を図りながら、地域福祉の推進に 

向けて総合相談窓口における相談支援を中心として横断的な施策を進めます。 

 

(4)推進体制と圏域（場） 

地域福祉を推進する体制や地域ごとに圏域（場）を設定し、個人・家庭、社会福祉協議会、地域コ

ミュニティ、ボランティア団体・ＮＰＯ、事業者、民生委員等、教育関係機関等と目標を共有し、お互

いに役割を意識しながら、その特性や力を求められる地域（圏域）内発揮し、協働、連携して計画の

推進に取り組みます。 

 

エリア①：地域に住む人たちが自らの問題を受け止め解決しようとする場 

  最小単位の家族から隣人、町内会などの身近な人々で構成される 

エリア②：総合支所単位による住民にもっとも近い支援が行われる場 

  官民の組織が無理なく支援出来る範囲である旧町単位で構成 

エリア③：由利本荘市全体の視点から①②の地域を支える場 

  市全体の視点から各地域の解決困難な問題を扱う全体を網羅した組織で構成 

エリア④：市を超えた範囲で市が支援を求めたり関係機関と協力する場 

  市内で賄う事が出来ないサービス事業所や国県や隣接市の単位組織で構成 
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３ 計画の体系 

 

【基本理念】                  【基本施策と取り組みの方向】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービスの情報提供・相談窓口の強化 

多様で適切な福祉サービスの確保 

福祉サービスの利用促進 

保健・医療・福祉などの関連分野の連携 

地域における社会福

祉を目的とする事業

の健全な発達 

ユニバーサルデザインの推進 

移動手段の確保と支援 

緊急時・災害時の対策の強化 

地域における福祉 

サービスの適切な 

利用の促進 

基本目標を支える包括的な相談支援体制の整備について 

福祉教育の推進 

地域福祉を担う人材の育成・活用 

ボランティア・ＮＰＯ活動の育成・支援 

市民参加の取り組みと福祉意識の向上 

地域福祉を 

担う人づくり 

地域住民の支え合い体制の推進 

地域づくり活動の支援 

地域福祉の担い手の連携促進 

社会福祉協議会・民生委員との連携 

地域福祉に関する活動

への住民参加の促進 

・広域かつ重層的な問題を受け止める総合相談窓口の開設と機能強化 

・地域の関係者、専門機関が協働して活動する中核となる場所の整備 

・地域と共に官民連携をしながら継続的な支援を行う体制の整備 
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・地域福祉の推進の必要性 

地域共生社会を実現するためには、地域福祉※4の推進が必要となります。地域に住む皆

さんの一番身近な地域での活動がその第一歩であり重要となってきます。地域福祉の推進

の為、皆さんと共に基本目標を達成するため、次に掲げる計画を進めて行きます。 

※4 地域福祉とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関

係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。（全国社会福祉協議会 HPより） 

 

 

（新しい施策） 

基本目標を支える包括的な相談支援体制の整備について 

 

・住んでいる身近な地域で、住む人それぞれが問題を我が事と感じ、自らが行動することに

よって解決へ向けた取り組みが行える環境づくりを進めます。 

 具体的には市民が今まで以上に安心して様々な問題を相談できる「総合相談窓口」を設

置し、より広範囲（分野をまたぐ）で重層化（幅広い年齢層）する相談に地域の力と官民の機

関が協働で継続的な支援が出来る体制の整備を進めます。大きな柱として以下の内容を

目標とし年次計画のもと最終的な包括的な支援体制の完成を目指します。 

 

（既存の相談支援機関が連携し総合相談窓口が中核となり市民を支えるイメージ） 

 

第４章 地域共生社会実現のために 
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（具体的な整備内容） 

・広域かつ重層的な問題を受け止める鶴舞会館への総合相談窓口の開設と相談支援機能

強化及び相談支援員の技術向上などの育成方法の確立（開設 R2年度・当計画期間内） 

・地域の関係者、専門機関が協働して活動する中核となる場所として鶴舞会館を整備 

・地域と共に官民連携をしながら継続的な支援を行う体制の整備 

 

 ２０２５年問題※5や８０５０問題※6など様々な福祉問題を抱え、公的サービスのみでなく地

域に住んでいる方も一体となって問題解決に取り組み、自助、互助、共助、公助※7 の考え方

を取り入れた、官民が協働して我が事として問題解決を考えていく、地域福祉の推進が必

要となっています。 

 

※5 「2025年問題」とは、団塊の世代が 2025年頃に後期高齢者（75歳以上）に達し、介護・医療費などの社会保障費の急増が懸念   

される問題。 

※6 1980～90年代に若者のひきこもりが社会問題となった。それから30年前後が経ち、親世代が80歳代、子世代が５０歳代にな 

りひきこもりと養育する親世代の高齢化が問題となっている。 

※7自助（自分のことは自分ですること。または自分でサービスを購入することも含む。）互助（当事者団体による取組。「互助」は相互に 

支え合っているという意味で「共助」と共通点があるが、費用負担が制度的に裏付けられていない自発的なもの。）共助（介護保険に 

代表される社会保険制度及びサービス。）公助（税による公の負担による支援。） 

 

 

地域福祉を進める新たな具体的方策 

 

 

 

〇地域の中で地域福祉活動への住民参加を促進する人への支援 

１）地域における重要な見守り役であり行政との橋渡し役である民生児童委員、主任児童

委員の活動についての支援を継続していきます。また各種研修への参加などを通し地域課

題の発見や解決へ向けた活動のスキル向上を支援していきます。 

 

【具体的な対応】 

・民生児童委員活動費補助金や各研修への派遣等の相談支援のスキルアップ 〈継続〉 

・地域介護予防活動支援事業（地域包括支援センター） 〈継続〉 

・災害ボランティア養成（社会福祉協議会） 〈継続〉 

・まちづくり宅配講座の広報と新規講座の増設（内容は次項） 〈新規〉 

 

方策１ 

「由利本荘市民が住む身近な生活の場」で住民が自ら 

地域の問題を見つけ、解決できる環境を整えていきます。 
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２）地域住民が地域問題を捉えるための新たな視点づくりの一つとして、まちづくり宅配講

座を利用した、住民の福祉に対する理解向上を支援します。地域での福祉への意識向上に

より住民自身による問題解決へむけ、民と公の情報共有や協働を進めます。 

 

〇地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備 

 

【具体的な対応】 

福祉施設の一つである鶴舞会館を機能強化する事により、今以上に地域住民等が相互

に交流を図る事が出来るように整備を進めます。建物の長寿命化及びリニューアル（平成

31 年）を実施し、包括的な総合相談窓口の機能を付加し（令和２年度）、由利本荘市の福祉

拠点の一つとして位置づけます。 

館内各階のトイレや体育室についてバリアフリー化をします。灯具の LED 化やサインの

変更などにより使いやすくし、従来の会議室や研修室、講堂などや 1 階の一部をフリース

ペースとして再整備し、広く市民が交流・活用できるようにします。（令和２年度） 

また隣接する本荘保健センターは、鶴舞会館だけでは対応できない問題を連携して受け

とめ、市民活動や検診など幅広い福祉拠点として相互に補完し合いながら一体的に活用し

ます。 

もっとも基本的なエリア①（P21 参照）における問題解決に向け、エリア②の総合支所や社

会福祉協議会の各支所などの機関が支援を行います。地域の細やかな情報収集や初期段

階で問題解決へ向けた支援や関係機関との協働による相談や支援を行い、あわせてエリア

②で留まらない広域かつ重層的な問題を抱えている状況にある場合には総合相談窓口と

の情報共有を行い包括的な支援を地域と連携し行います。 

 

〇地域で生活する人たちが参加できる研修や講座の実施 

１）身近な課題や福祉への最初の理解を深めてもらうよう町内会や各団体、サークルが気

軽に受ける事が出来る由利本荘市まちづくり宅配講座※8を福祉関係各課で策定している

計画でさらに広く周知し、また地域福祉課題にあった研修を策定期間中に増やしていきま

す。 

現在、講座がない障がい分野については見直し期間まで１講座以上の新規開設を行いま

す。 

 

【具体的な対応】 

・由利本荘市まちづくり宅配講座の新規開設   障がい分野１講座以上 〈新規〉 

・由利本荘市まちづくり宅配講座の増設（改編） 既存分野１講座以上 〈継続〉 

※8由利本荘市まちづくり宅配講座 

（全４０講座、福祉と健康に関する９講座 高齢者分野、子育て分野、健康管理分野の講座は設定済） 

生涯学習推進本部事務局（生涯学習課）電話：0184-32-1332  / FAX：0184-33-2202） 
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２）認知症サポーター養成講座の継続 

  今後、さらに増加が予測される認知症の方を正しい知識と理解のもと地域全体で見守

る第一歩として、認知症サポーター養成講座の継続と幅広い年層への普及を引き続きすす

めていきます。 

 

【具体的な対応】 

・認知症サポーター養成講座の継続開催（地域包括支援センター） 〈継続〉 

 

 

 

 

 

 

 

①地域住民の相談を丸ごと受け止める場の整備 

②各種の相談窓口を集約し、各専門職が連携し分野を超え、チームで活動していく体制 

③相談を包括的に受け止める場の設置による地域住民のバックアップ体制の構築 

④「ひきこもり」問題について対応力と支援力の強化 

 

①②③ 

現在、各課においてその専門分野ごとの相談を受け、または民間委託により相談支援に

あたっています。その一方、近年の地域福祉における課題は「計画策定の背景と目的」にも

あるように広い年齢層や高齢者などの一分野にとどまらず、年齢や分野が重なり広範囲に

渡り、解決に向け単一課のみでは対応が出来ない事例が増えてきています。 

 そのため、広域な分野や年齢層に渡る相談をまるごと受け止め、境目の無い支援や連携

に繋げる第一歩として総合交流の拠点の一つにあげた「鶴舞会館」に福祉の総合窓口を令

和２年度設置します。 

 初期段階では現在ある組織や機能を基礎に、高齢者分野と障がい分野、生活困窮分野を

鶴舞会館に集約し一つの場所で包括的な相談・支援が出来るように整備します。まずは高

齢者分野と障がい分野が協働し、隣接する本荘保健センターや市内民間相談事業受託事業

所（由利本荘市社会福祉協議会、高齢者分野、児童分野、生活困窮分野、障がい者分野）な

どと連携協働を更に進め、相互によるケース検討の中で各専門の強みを持ちつつも総合

的な知識を持った相談支援員の育成機能も併せ持った総合相談支援機関を目指します。ま

た、分野の違いがあっても柔軟な対応が出来るよう総合相談窓口にフリーアドレスを導入

し、支援チームの柔軟かつ即応的な編成を可能とし、関係各課や機関の意思疎通がスムー

ズに出来るような支援体制を整備していきます。 

 

方策 2 

生活の場に密着し、地域生活課題に関する相談を 

広くまるごと受け止める事ができる体制づくり 
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 受け付けの具体例として、窓口におけるスクリーニングによる緊急度及び単独課での対

応が可能か否かなどの条件により、広域的かつ重層的な問題を含むと判断された場合は

問題に対応できるチーム編成がなされすぐに支援体制を編成するなどの例が挙げられま

す。（例えば貧困家庭と児童の問題であれば生活困窮を専門とする相談員と児童を専門と

する相談員のチーム編成を行うなど。将来的にはチームに加わる支援員は市役所内の支援

員だけに留まらず、民間の相談支援を受託している組織やそれ以外の相談支援事業所もチ

ームのメンバーとして視野に入れています。） 

  最終的な総合相談窓口の形とし、児童分野を加えた全世代全分野対応型の総合窓口と

し、相談支援の中核を担う機関として、相談支援業務を委託している民間相談支援機関の

相談支援員との協働業務を行い、専門分野に留まらない広い知識を有した相談支援員の

育成と官民がそれぞれの強みを生かしたチームによる支援体制を目指します。 

 またそこで得られた支援のデータを整理・蓄積し、支援の分析に有効活用する事により、

今後の支援体制の充実と総合相談窓口に係る人員の実践力育成を図ります。 

  

【具体的な対応】 

（令和２年度）   

・総合相談窓口の整備 １か所 〈新規〉 

 既存の組織を活用しながら初期相談から終結までの一連の流れと受付に必要とされる 

諸様式や方法を確立する。 

 

（将来的な目標） 〈以下新規〉 

・福祉に係る全分野を網羅する支援体制  

・相談支援を委託している民間事業所と総合相談窓口での協働によるチーム支援 

・支援データの蓄積と分析から支援内容を検証し相談支援機能の強化へ反映 

・専門分野に留まらない広い視野を持つ相談支援員の育成 

 

④８０５０問題がクローズアップされ、本市でも「ひきこもり」の問題が徐々に顕在化してき

ております。親世代による子世代への支援が困難または不可能になり、多数の引きこもり

の問題が一気に顕在化する状況が想定されます。また親亡き後の子世代の孤独死につい

ても同様に増加が懸念されます。 

このような状況から今回の計画では「ひきこもり」及び「孤独死」の問題については特に

重点的な対策が必要と考えています。制度的にも直接該当する担当課が無い場合（障がい

や貧困などの問題がないなど）もあり、現在行われている支援を生かしながらも、今後、制

度の狭間にあたるケースも同様に継続的な支援が出来る体制づくりを進めます。  

下記、由利本荘市社会福祉協議会が行った、困難を有する若者に関する聞取り調査におい

ても、ひきこもり支援策への回答として「専門的な医療支援」や「総合相談窓口」、「相談窓
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口の周知」「居場所づくり」の必要性に多くの意見が出ていることから、早急にひきこもり支

援の体制整備と支援員の育成プログラムを設定します。 

支援体制については全国的な対応事案の成功例や仕組みについて事例検討・研究を行

いながら、 前述した相談支援員の育成プログラムに「ひきこもり」対応に関する専門的内

容を加え、問題への対応を進めて行きます。 

 一方、孤独死については、由利本荘市においても人口減に対して世帯数が横ばいな事か

ら世帯の細分化による、単独高齢者世帯や高齢者のみの世帯が増加しています。「孤独死

レポート」※8 によると孤独死の増加要因の一つとして単身世帯の増加があげられ、身近な

地域による見守りや情報の収集、アウトリーチの実施が重要な支援となってきます。高齢者

や障がい者など制度による訪問やモニタリングが実施されている方については一定程度

の安否確認が可能ですが、引きこもりによる親世代亡きあとの子世代については、初期の

引きこもり支援からその方の状況に応じて切れ目のない地域や関係機関の連携によるみ

まもり・支援が出来ているかの継続的な検証を行います。 

※8 出典： 一般財団法人日本少額短期保健協会孤独死対策委員会 2019・5月「第４回孤独死現状レポート」 

 

【具体的な対応】 

〈以下新規〉 

・引きこもり問題について相談支援員内での基礎的知識と対応の学習会の実施。 

・相談支援事業所等との対応事例の共有。 

・民生委員・児童委員とともに、現在、相談に繋がっていない地域のひきこもりの問題につ

いて現況報告会を総合相談窓口開設後２年目までに全地域分を行う。 

・市内対応ケース又は全国の対応ケースの事例検討を行い、民生委員・児童委員の報告案

件の中から、今後の対応に備えにシュミレーションを実施する。 

・報告された案件の中で、アウトリーチが可能と思われる案件に対する民生委員・児童委員

との協働訪問の実施。 

・居場所づくりに関する関係団体との協議 

・ひきこもり案件のデータベース化 

・子世代の孤立化防止のための継続的な支援の検証 

 

〇地域関係者（民生委員・児童委員、保護司等）等 

との連携による地域生活課題の早期把握 

 

地域に密着し個別訪問等による情報収集により市役所単独では把握しきれない、「これ

からの」問題（市全体として大きく顕在化する問題）を把握できる環境にある民生委員・児

童委員や主任児童委員、保護司会、行政連絡員、町内会などの組織と連携を密にする事で

現在、見えない所で進行している地域福祉の課題をより早く察知し、そのような組織の協
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力を得ながら協働によるアウトリーチ（相談を待つのではなく支援する側から地域でお困

りの方への情報収集や接触を図っていく）の実施から、困難化する前の問題解決に向けた

支援を開始できるよう、現在ある連携をさらに深めます。 

 

（令和４年・中間見直しまで） 

・地域ケア会議、障がい福祉支援協議会、子ども・子育て会議など様々な地域課題を取り扱

う会議で出されたケースや課題の取りまとめとデータベース化により、支援機関内での共

有を行う。〈新規〉 

 

・各機関における相談支援業務を行う事業所との定期的な連絡会を開催しケースや課題の

共有と協働体制を構築する。〈新規〉 

～障がい分野の基幹相談支援センターや市内各相談支援事業所、高齢者分野の地域包

括支援センター、児童分野におけるこどもプラザ（令和2年度開設）など専門分野の相談支

援を単一分野での支援に留めず、各分野を包括することにより地域課題の把握と共有の場

とし、。 

 

・直接、地域の見守りや支援に係る機関への情報伝達の方法を示したパンフレットの作成

と配布による共通理解の促進。 

 

 

 

 

 

〇広域で重層的な課題解決のため、支援関係機関が支援チームを編成し、協働していく支

援の仕組みや方法づくり 

 

方策２でも触れていますが、現状の社会資源や体制で出来る相談支援体制の運用と将

来的な相談支援の実践的かつ有効的な方法を模索しながら、そこに向けた第一歩として鶴

舞会館に総合相談窓口を設けます。また柔軟な支援体制を構築できるよう、フリーアドレス

を導入します。 

新たな試みの中で有効点、課題点を把握しながらフィードバックを行う事により市役所

内の支援体制の効率的な運用を確立し、関係機関との連携と目標とする支援体制の枠組

みの中に出来るだけ早く、現在も行われている民間相談事業者との協働をより取り入れた

形で支援を実施します。 

 

 
様々な機関との協働による、まるごと相談支援体制づくり 

方策 3 
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（令和４年・中間見直しまで） 

・相談支援に関する柔軟な支援の在り方の確立と支援方法の検証。 

・一部、民間相談機関との協働による相談支援の実施と効果検証。 

 

（令和６年度・次回改定まで） 

 民間事業者が総合相談窓口の構成員として活動できる支援体制構築。 

 

〇協働の中核を担う機能としての総合相談窓口 

 同じく方策２で触れていますが、総合相談窓口を官民協働の相談支援の中核をなす場に

据え、制度やサービス利用についての相談から家族全体の問題に関する相談まで幅広く受

け止める。特に困難ケースについては総合相談窓口を中核とした支援体制のもと、問題を

抱えるご家庭それぞれにあったチーム編成で継続的な支援にあたります。 

 

〇支援に関する協議及び検討の場づくり 

 地域ケア会議、由利本荘市障がい者支援協議会、生活困窮者自立支援会議、子ども・子育

て会議と専門分野で行われている地域問題を協議・検討・情報共有する場をベースとしな

がら、課題となるそれぞれの問題の中から、各専門分野内で解決が出来ない問題について

総合相談支援部門が中心となり新たな支援や方法、サービスの創生に向けた中心的な役

割と協働の場を提供し、官民一丸となった支援を実施へ向けた取り組みを進めます。 

 

〇支援を必要とする方の早期把握の仕組みづくり 

 現在、地域を見守る方法がいくつかあります。支援を必要とする方に一番近い組織であ

る町内会や行政協力員などがその一例となります。また民生委員・児童委員による定期的

な地域訪問から得られる貴重な情報から支援を必要とする方を早期に把握する方法につ

いての枠組みを以下の通り整備していきます。 

それらの日常として地域で生活する方が方策２で触れている居宅サービス支援事業所や

様々な公的な関わりの中で把握しきれない小さな変化を現場の方々だけの情報に留めて

おかず、支援を行っている機関へ確実に伝える方法の確認が必要となります。地域を見守

る機関の定期的な会議の場において、小さな変化を知らせてもらうための伝達方法の周

知を繰り返し図る必要があります。 

 

〇地域住民等との連携（公的制度による支援と地域住民・ボランティアとの協働） 

 地域福祉の推進にはそこに住む人々の力がもっとも重要です。方策１でも述べた、地域で

住民参加を促進する人材の育成やボランティアの育成をとおし、そこに住む人々が自ら行

う細やかで柔軟なインフォーマルな支援と公的機関によるフォーマルな支援を利用する方

のニーズに応じて提供できるよう官民連携の仕組みをさらに進めます。 
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地域福祉を進めることは、地域づくりを進めることであり、地域づくりは人づくりともいえます。

一人ひとりが地域の一員としての自覚を持ち、福祉意識や地域を思う心を育む活動を推進します。

またボランティア団体・ＮＰＯが育ちやすい環境をつくり、支え合い体制の充実を図ります。 

 

 

 

エリア①においては核家族化などに伴い、日常生活において高齢者や障がい者との関わりを持

つ子どもたちが少なくなってきていますが、エリア②では学校や幼稚園、保育園などでは、福祉施

設を訪問しての体験学習やボランティア活動を積極的に実施しています。次代を担う子どもたちの

福祉の心を育む教育や活動は、誰もが地域社会を構成する一員として尊重され、ともに生きること

のできる社会を実現することを基本として行われることが重要となります。 

活発な活動を展開している地域には、その活動を支える人材やリーダーがいます。近年、ボラン

ティア活動やＮＰＯ活動に関心が高まっていますが、参加意欲はあっても実践まで行動に移せない

人も多く、多数の人がさまざまな活動に参加する契機をつくり、地域活動を支えていく人材を育て

ていく必要があります。 

その為にはエリア②③の支援を交えボランティア団体やＮＰＯ団体と社会福祉協議会、行政が課

題を共有し、役割分担をしながら協働して活動の輪を広げていく必要があります。 

 

 

 

 子どもたちの福祉の心を育むため、保育所や幼稚園、学校との連携を深め、高齢者や障がい者と

の交流機会の充実に取り組むとともに、子どもたちの福祉教育に保護者や地域住民の参加を促進

し、地域主体の福祉教育の実践を支援します。 

増加している認知症については、積極的に学ぶ機会を創出し、理解を促進することにより、世代

を超えた認知症サポーターの養成（新しい施策・方策１）を引き続き行います。  

また、社会福祉協議会と連携し、地域主体で行う福祉活動の促進や周知に努めます。  

 

＜それぞれの役割＞  

■行政  

○ 小中学生のボランティア体験活動の実施 

障がい者や高齢者との交流を促進し、地域の特色を生かした事業を実施します。 

○ 保育所地域活動事業の支援 

障がい者や高齢者との交流を促進し、地域の特色を生かした事業を実施します。 

○ 家族介護支援事業 

基本目標１ 地域福祉を担う人づくり 

基本施策① 福祉教育の推進 

現状と課題 
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介護者の支援、負担軽減などを目的とし、要介護認定者の家族を支援するための事業を実施し

ます。 

■個人・家庭 

・ 思いやりや自主性、責任感などを育む家庭の機能を充実します。  

・ 認知症は病気であることを理解し、温かい目で見守ります。  

・ さまざまな障がいを理解し、気軽に手助けします。  

■民間団体等  

・ 宅配講座（新しい施策・方策１）などを積極的に利用します（教育関係機関等、地域コミュニティ）。  

・ 地域住民、ＰＴＡ、こども会等で連携をとり、交流を通じて自立心や社会性を培う場をつくります

（教育関係機関等、地域コミュニティ）。  

・ 福祉教育の場としての役割を果たします（事業者）。  

・ 福祉教育に関する事業を推進します（社会福祉協議会）。 

 

 

 

 

エリア①においてボランティア活動に参加したい人が、参加するきっかけや活動内容についての

情報が得られ、必要な人へ必要なボランティア活動が届く体制の整備に努めます。  

認知症や自殺、がんなどの基礎知識について理解を促進し、地域の中で支え合いの環境づくりを

進め、公的サービスの範囲外の日常生活支援を受けられない人の支援希望に対し、支援できる体

制を構築していきます。  

民生委員・児童委員をはじめ、地域福祉を担うリーダーを支援しながら、住民同士の支え合い活

動の周知と、新たな人材の開拓に努めます。 （新しい施策・方策１） 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ ボランティアセンターの運営強化の支援 

社会福祉協議会が設置しているボランティアセンターの事業を支援し、子供から高齢者まで誰も

がボランティア活動に参加しやすい環境を整備するとともに、市内のボランティア情報を一元化し、

ニーズとのマッチングを図ります。 

○認知症サポーターの養成 

認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の人やその家族の応援者として、また認知症予防の

普及啓発にも活躍できる市民を養成します。 

○自殺予防のためのゲートキーパー＊9の養成 

地域や事業所において自殺防止の意識を高め、悩んでいる人への声がけや、相談機関への誘導

を推進します。 

基本施策② 地域福祉を担う人材の育成・活用 
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〇制度の狭間にある「ひきこもり」の問題について、包括的な支援の構築を行います。（新しい施策・

方策２） 

■個人・家庭 

・ 地域活動や、さまざまなボランティア活動に積極的に参加します。  

・ 認知症サポーターやゲートキーパー等講座を受講します。  

■民間団体等  

・ 認知症サポーターやゲートキーパー等の講座の受講を推進し、支援活動へ参加します（事業所、

地域コミュニティ）。 

・ 認知症サポーターやゲートキーパーの普及啓発に努めます（事業者、地域コミュニティ）。  

・ ボランティアセンターの機能強化に努めます。（社会福祉協議会） 

・ 各講座受講者と連携して見守り等を充実させます。（地域コミュニティ、民生委員等、社会福祉協

議会） 

＊9 ゲートキーパー 悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援につなげ、見守る人のこと。 

 

 

 

市民のボランティア活動に対する関心を高めるため、養成講座の開催や、現在さまざまな団体や

組織が自主的に取り組んでいる奉仕活動などの活動内容紹介などを通して、あらゆる年代層の人

が活動に参加する機会の充実に努めます。 

ボランティア活動に参加する多くの人は、地域や学校での活動、団体の呼びかけを通して意識を

持ったことが多く、ボランティア活動を活発にすることにも人や組織を介することが重要です。身近

でどのような活動が行われているか、市民に積極的に情報提供し、ボランティア・ＮＰＯ団体の活動

参加を呼びかけて育成、支援をしていきます。 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 市民活動団体の支援 

市内には、福祉にかかわらず様々な分野の団体が、自主的に運営・活動しています。こうした市民

活動団体の公共施設の使用料を減免し活動を支援します。 

○ ボランティアセンターの運営強化の支援 

社会福祉協議会が設置しているボランティアセンターの事業を支援し、団体と利用者のニーズと

のマッチングを図ります。 

○ 老人クラブ運営の支援 

高齢者の多様なニーズに対応したクラブ活動を促進するとともに、地域福祉の担い手団体として育

成します。 

 

基本施策③ ボランティア・ＮＰＯ活動の育成・支援 
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■個人・家庭 

・ ボランティア団体、ＮＰＯの活動に参加します。 

■民間団体等 

・ 福祉活動を目的とする団体を立ち上げ、インフォーマルサービスを実施します 

（地域コミュニティ、事業所）。  

・ 福祉活動団体を支援し、地域福祉の担い手として連携します 

（地域コミュニティ、社会福祉協議会）。  

・ 高齢者を支える担い手の必要性を市民に周知・啓発します 

（地域コミュニティ、社会福祉協議会）。  

 

 

 

由利本荘市社会福祉協議会のボランティアセンターには、ボランティア団体が５５団体、 

個人ボランティアが４９人、合計６，６５８人の市民が登録しています。 

また、本市には現在、２０のＮＰＯ（非営利活動法人）があり、そのうち１３法人が主に 

福祉分野の活動をしています。 

ボランティア団体やＮＰＯの活動は、これからの地域福祉の増進を図るうえで、中心的な 

存在になるものです。 

 

 

 

 

 

 福祉意識の向上に向け、市民参加型の取組として障がい者団体と連携し、各種展覧会、スポーツ

大会などの催しを通し、一般市民やボランティアの参加を促進します。 

地域住民と高齢者の交流促進の為、敬老会など地域ぐるみで行われる交流の場を通して、敬い

や感謝の気持ちを持つとともに、相互の交流を促進します。また支援を必要とする方への意識の醸

成と交流から、身近な地域に生活する支援を必要とする方に対する目配りなど、地域で支える地域

福祉の意識を醸成します。 

 

＜それぞれの役割＞  

■行政  

○ 障がい者週間等での普及啓発事業 

障がい者団体と連携し、障がい者福祉展や、障がい者スポーツ大会に一般市民やボランティアの

参加を呼びかけます。 

○ 地域福祉についての周知・啓発 

《参 考》ボランティア・ＮＰＯ（非営利活動組織） 

基本施策④ 市民参加の取り組みと福祉意識の向上 
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地域福祉計画を市ホームページに掲載しPRを図り、地域福祉についての意識啓発を図ります。

関係団体等が実施している地域福祉活動の内容等を、広報紙等に掲載するなど、社会福祉協議会

と連携して広く地域福祉についての情報を発信します。 

○ 高齢者と地域住民との交流促進 

敬老会などの地域行事をきっかけにして、地域ぐるみで高齢者を敬い、これまでの功績に感謝す

るとともに、高齢者と地域住民との交流を促進します。 

■個人・家庭 

・ 敬老会等地域行事の担い手となります。  

・ 各種講座を受講するほか、自らも地域などで普及啓発を行います。  

・ 「共助」の意識で、気軽にボランティア活動を実践します。  

 

■民間団体等 

・ 各種体験などの講座を利用し、普及啓発を行います。（地域コミュニティ）  

・ 地域福祉の意識啓発活動を促進します。（地域コミュニティ、社会福祉協議会） 

・ 広報紙による地域福祉についての周知啓発を継続します。（社会福祉協議会） 

・ 敬老会などの地域行事において、高齢者と地域住民との交流を促進します（地域コミュニティ） 

 

 

 

 

 

 

様々な社会資源を活用して、ひとり暮らし高齢者等の見守り体制を構築するとともに、地域課題を

早期発見できる仕組みづくりを推進します。また、在宅福祉を支える福祉関係者の連携を推進し、

いつまでも住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる環境の整備を進めます。 

 

 

かつては地域（エリア①）にあった連帯感、相互扶助の意識が薄れてきています。一方では、これ

基本目標２ 地域福祉を支えるネットワークづくり 

現状と課題 
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まで行政が主体的に担ってきた画一的なサービスの提供だけでは多様な市民ニーズや価値観に対

応できなくなってきています。 

個人の意思を尊重しながら、近所での声掛けや見守りなどにより、生活課題を共有するとともに

支え合いの活動、地域で問題を解決できるような地域福祉を推進する必要があります。 

また、高齢者や障がい者の自立を目指し、施設から地域、大規模施設から地域ごとの小規模施設

や在宅へという流れになっています。こうした福祉課題を解決していくためには、福祉課題を抱え

ている当事者の人々の活動を支援するとともに、偏見や差別によらないノーマライゼーション＊10の

理念に基づく思いやりの心を育むことが大切になっています。 

地域福祉推進の中心的な役割を担うのは、地域に住む人々であり、身近な支援組織である社会

福祉協議会や民生委員・児童委員です。社会福祉協議会は、誰もが安心して暮らせるまちづくりを

基本理念に福祉に関する身近な相談窓口であり、支援を必要とする人々を支え、支える活動の核と

なっています。また民生委員・児童委員も地域にあって、身近な相談者として地域福祉の推進役と

して活動しています。さらに今回新たな施策として市の総合相談窓口を相談支援の中核に据える

事でそれらの組織が協働しながら地域の問題への支援にあたります。（新しい施策・方策２） 

＊10
 ノーマライゼーション 障がい者や高齢者など社会的に不利益を受けやすい人たちが、社会の中で他の人々と同じように生活し、

活動することが本来あるべき姿であるという考え方。 

 

 

 

 

地域内のつながりのもとで、活動の輪を広げ、地域住民や地域で活動する組織・団体などによる

地域の特性を生かした支え合い体制の構築を進めます。 

また、事業所も地域の一員という意識のもと、見守りが必要な高齢者の見守り支援の観点から、

新たな支え合いのパートナーとして、事業所等による見守り通報支援体制を構築します。 

 

＜それぞれの役割＞  

■行政  

○民間事業者等との見守り通報支援体制の構築 

水道、電気、ガス、電話などの公共サービス事業者や民間事業者等と見守り支援体制を構築しま

す。 

○ 地域ネットワーク事業の拡充の支援 

社会福祉協議会が実施している地域ネットワーク事業による高齢者、障がい者等が地域で見守る

体制整備を支援します。 

■個人・家庭 

・ 日頃から声掛けを実施し、ちょっとした異変に気付がついた場合には、関係機関につなぎます。 

・ 積極的に地域活動に参加し、住民同士の交流を深めます。  

基本施策⑤ 地域住民の支え合い体制の拡充 
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■民間団体等 

・ 地域内の人材に協力を呼びかけます（地域コミュニティ）。 

・ 世代間交流や地域コミュニティを醸成する事業、高齢者が閉じこもりきりにならないようなきっ

かけづくりとなる事業を実施します(地域コミュニティ、社会福祉協議会)。 

・ 日頃からの声掛けを推進し、ちょっとした異変に気がついた場合には、関係機関につなぎます。

（地域コミュニティ、民生委員等、事業所）。 

・ 地域ネットワーク事業を通じ、地域内の支援者同士のネットワークの構築を推進します（社会福祉

協議会）。 

 

 

 

 

 地域コミュニティが、それぞれに育んできた地域の個性や資源を活かしながら実施している地域

づくりの実践活動を支援し、地域住民の主体的な活動とふれあいを促進します。また、各種団体が

連携して参画する仕組みや、地域間の情報共有、事業実践での連携体制の構築、地域全体で実践す

る仕組みづくりについて支援します。 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 町内会・自治会げんきアップ事業の実施 

現状を見つめながら地域のあるべき将来像を探るとともに、その実現に向けて「住民の力ででき

ること」を話し合い、地域の維持・活性化につなげる「町内会・自治会げんきアップ事業」を展開しま

す。 

○ 地域づくり推進事業の推進 

地域ごとの特色ある事業の実施を支援し、地域活力の増進と連帯感の創出を図る地域づくり推

進事業を推進します。 

○ 介護予防サービスの推進 

 閉じこもりがちな高齢者等に対して、通所による余暇活動や趣味活動を通した交流の場を提供す

ることにより、社会的孤立感の解消を図る介護予防サービスを推進します。 

■個人・家庭 

・ 地域資源を活かした活動、イベントなどに参加します。 

・ 健康づくり事業等に参加します。 

■民間団体等 

・ 高齢者、障がい者、生活困窮者等を支える観点から地域課題を掘り起こし、インフォーマルサー

ビスを開発します（地域コミュニティ、事業者、社会福祉協議会）。 

・ 地域の団体と積極的に連携して、地域課題の解決に向けて支援します（社会福祉協議会）。 

基本施策⑥ 地域づくり活動の支援 
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・ 健康づくり、介護予防に関する意識啓発を行政と連携して行います（地域コミュニティ、社会福祉

協議会、民生委員等）。 

 

 

 

 福祉サービスの提供は、高齢者、障がい者、児童など対象者ごと、あるいは事象ごとの福祉施策

により行われていますが、一人ひとりの生活課題は様々な要素が絡み合い、分野を超えた課題を抱

える困難ケースもあります。誰もが安心して地域で暮らし続けられる環境を構築するため、自治会

等地域関係者、ＰＴＡ、民生委員等のほか、在宅福祉を支えるケアマネジャー、社会福祉協議会など

多職種の福祉関係者が情報を共有し、地域課題を抽出・発見するための地域ケア会議の実施、活用

を促進します。 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

〇総合相談窓口の設置（新たな施策・方策２） 

 総合相談窓口の設置により、広範囲で重層的な問題に対し、包括的かつ継続的な支援が出来るよ

うな仕組みを構築します。これにより分野や制度の狭間にある問題にかかわらず支援が可能となり

ます。また地域の相談や支援にあたる組織の核となるように積極的に連携をすすめ、現在ある地域

資源を活用しながらさらに効果的な支援を実施します。 

○ 地域ケア会議の充実 

地域課題の解決に向けた多職種連携、資源や地域づくりを推進するため、個別ケースの支援内容

を通じ地域支援ネットワークの構築や、高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、地域課題

の把握等を行い、社会資源を開発するなど政策形成しながら、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続

けることができるよう、支援の充実や社会基盤の整備を図っていきます。 

○ 障がい者支援協議会の充実 

 地域において障がい者等の相談支援事業を適切に実施していくため、障がい者支援協議会を開

催し、中立・公平性を保ちながら、困難事例への対応を検討するなど地域の関係機関によるネット

ワークを構築します。必要に応じて関係機関が連携し、個別ケースの調整会議を開催します。 

 

■個人・家庭 

・ 地域課題の解決に向けて、さまざまな関係者と協力し合います。 

■民間団体等 

・ 地域ケア会議へ関係者が積極的に参加します(地域コミュニティ、事業者、民生委員等、教育関係

機関等、社会福祉協議会)。 

・ 地域課題の解決に向けて、協力し合います(地域コミュニティ、事業者、民生委員等、教育関係機

関等、社会福祉協議会)。 

基本施策⑦ 地域福祉の担い手の連携促進 



第４章 地域福祉推進のための施策の方向 

- 40 - 

 

 

 

 

 

 高齢者の生きがいづくりや引きこもり防止、介護予防を目的とした地域ミニデイサービス事業に

より、高齢者がいつでも集える場所を確保するとともに、集える場を地域が支える体制を構築しま

す。 

住民の身近な相談相手である民生委員等が活動しやすい環境を作り、民生委員等の活動内容に

ついて、社会福祉協議会と連携して周知を図ります。 

本計画と連動・連携した地域福祉活動計画に基づく事業を実施する社会福祉協議会を計画的、

継続的に支援します。 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 地域ミニデイサービス事業の充実 

町内会館を活用して、町内会などが自主的に行う地域ミニデイサービス事業をより一層充実さ

せ、地域の子ども達と交流を図るなど地域間・世代間交流を推進します。 

○ 民生委員等の活動の周知 

市や社会福祉協議会が発行する広報紙に、民生委員等の活動内容を掲載します。 

○ 社会福祉協議会への活動の支援 

地域福祉を推進するための社会福祉協議会の活動を支援します。 

■個人・家庭 

・ 民生委員等の活動内容を理解し、その活動に協力します。 

■民間団体等 

・ 地域ミニデイサービス事業等により使用する会場を提供するなど自主的な運営を行います。(地

域コミュニティ)。 

・ 実施内容へのニーズ等課題を整理し、地域ミニデイサービス事業の拡充を支援します。（社会福

祉協議会）。 

・ 地域住民の身近で頼れる機関として活動します（社会福祉協議会）。 

・ 広報紙による民生委員等の活動に関する周知を継続します（社会福祉協議会）。  

 

 

 

 

 

基本施策⑧ 地域福祉を推進するための基盤整備 
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ライフスタイルの変化、価値観の多様化に対応し、インフォーマルサービスを含めた福祉サービス

の充実を図ります。また、身近な課題を気軽に相談できる体制や必要な情報を容易に手に入れられ

る環境づくりを進めます。 

 

 

 

保健福祉に関する相談については、市の担当窓口や社会福祉協議会、地域包括支援センターな

どで相互に連携を図り対応していますが、相談内容が複雑・多様化してきていることに伴い、一つ

の窓口だけでは解決に結びつかない場合も増えてきています。 

福祉制度は高齢者、障がい者、児童といった対象者ごとに区分されており、対象者本人やその家

庭の生活課題を解決するための総合的な支援について行き届かないところがあり、対象者をはじ

めとした利用者の視点よりは提供者の視点によってサービスの提供等の支援が行われることがあ

ります。 

また、多様化する福祉ニーズを的確に把握し、サービスの質を高めるとともに新たなサービスを

開拓することによりサービスの充実を図り、利用者がサービスを選択できる環境を整えることも求

められています。 

地域社会における市民の生涯を通じた生活を支援する地域福祉の理念は、保健・医療・福祉、教

育・文化、住宅などの様々な関連分野の条件整備と連携により実現できるものです。これらの関連

分野は、地域福祉の基本的な視点である生活課題の面において、特に重要な意味をもつものであ

り、心身の健康の保持・増進、社会参加などを進めるうえで基盤となる環境づくりなどを連携して

推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 新たな施策や基本施策⑦で述べているように鶴舞会館へ総合相談窓口を開設し相談支援の強化

をします。市民相談窓口など各課の相談窓口の連携を推進するほか、社会福祉協議会等の相談窓

口との連携を促進します。また、市が社会福祉事業者に委託し設置している障がい者相談支援事業

所の相談窓口について周知を図るとともに、より複雑化、困難化した課題においては訪問等も含め

た相談機能の充実に努めます。 

住民の身近な相談相手として活躍する民生委員等の資質の向上を図る事業や活動を支援しま

す。民生委員等と協力し、身近な福祉課題を地域で気軽に相談できる体制や必要な情報を容易に

手に入れることができる体制づくりを進めます。 

基本目標３ 充実した福祉サービスの仕組みづくり 

基本施策⑨ 福祉サービスの情報提供・相談窓口の強化 

現状と課題 
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＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ ホームページやパンフレットの充実 

福祉に関する情報が対象者に迅速に届くよう、ホームページの適切な運営を行うほか、インター

ネット環境がない人が情報を入手できるよう、パンフレット等様々な手段による複合的な情報発信

を実施します。 

○ 総合相談窓口設置による相談支援機能の強化 

方策１に述べているように総合相談窓口を設置し、地域包括支援センターは既存のセンター中

央・南部・北部地域の地域包括支援センターや障がい部門の基幹相談支援センター、民間相談支援

機関など現在機能している既存の相談支援組織と連携・協働し、包括的かつ継続的な相談支援が

できる体制づくりを進めます。 

■個人・家庭 

・ 民生委員等へ支援の必要な方についての情報をつなぎます。 

・ 市や民生委員等、相談機関などへ、自らが抱えている生活課題を相談します。 

■民間団体等 

・ 日頃から様々な地域行事に参加するなどして、市民の身近な相談相手であることをＰＲします

（民生委員等）。 

・ 民生委員等、相談機関などへ支援の必要な方についての情報をつなぎます（地域コミュニティ、

社会福祉協議会）。 

・ 出張相談等の場所の提供など運営に協力します（地域コミュニティ）。 

・ 市、関係機関の相談窓口との連携を促進します（社会福祉協議会）。 

 

 

 

 

 社会福祉協議会、地域ケア会議や障がい者の地域生活移行を支える障がい者支援協議会などを

中心に地域に身近な場所からのニーズ把握を行い、個別計画における公共サービスの質の向上や

総合化の仕組みづくりに努めます。 

さらに、現在行われている生活困窮者の支援を継続し、総合相談窓口において関係機関との連

携により生活保護に至る前に適切な就労支援や福祉サービスを提供し生活の改善を進めます。 

児童や障がい者、高齢者の虐待、ＤＶ＊12、引きこもりなどの新たな社会問題や多様化する福祉ニ

ーズを踏まえ、既存の制度では対応できないところを補う形で、地域社会の中で支援を求める人々

に対し、民間事業者や地域住民等が提供する柔軟かつ幅広いサービスを促進するとともに、既存の

サービスや制度では対応が困難な課題等を解消するため、制度の枠にとらわれない新しいサービ

スの開拓を促進し、多様なサービスの確保を図ります。 

＊12
 ＤＶ Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)の略称。一般的に夫、恋人など親密な関係にある男性から女性に対す

る暴力を指します。 

基本施策⑩ 多様で適切な福祉サービスの確保 
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＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 生活困窮者自立支援事業の推進 

生活困窮者自立支援法に基づく事業を実施するとともに、生活困窮者の自立を支える相談支援

体制を構築します。 

○ インフォーマルサービスの立上げ支援 

社会福祉事業者やＮＰＯ、地域コミュニティ等による新たなサービスの立ち上げを支援します。 

〇こどもプラザの運営 

  子育て支援機能のさらなる強化に向け、市の中核となる児童館機能を備えた複合施設としての

運営に取り組みます。 

○ 子育て支援センター事業の実施 

乳幼児と保護者の相互交流や、子育てについての相談、情報提供ができる場を提供します。 

○ 放課後児童健全育成の促進 

仕事などにより昼間保護者のいない小学校低学年の児童等の遊びを中心とした保育を行う放課

後児童クラブを保護者等と協力し実施します。 

○ 子育てサークル等の支援 

子育てサークルなどの活動の場づくりを進め、サークル相互の交流やネットワークづくりを推進

します。 

■個人・家庭 

・ 子育て家庭や高齢者、障がい者の支援団体の活動に参加します。 

・ 思いやりや自主性、責任感などを育む家庭の機能の充実を図り、地域との連携の下家族が親密

なふれあいを保ち、相互に助け合える人間関係の形成に努めます。 

・ 自らの抱える福祉ニーズについて福祉関係者に伝えます。 

■民間団体等 

・ 地域住民のニーズに応じたインフォーマルサービスを開拓し、実施します（地域コミュニティ、ボラ

ンティア団体・ＮＰＯ、事業者）。 

・ 子育て家庭や高齢者、障がい者支援の活動等を協働して実施します（地域コミュニティ、ボランテ

ィア団体・ＮＰＯ、民生委員等、教育関係機関等、事業者）。 

・ 自然とのふれあいや地域の伝統行事などへの参加を通じて、子どもが自然を大切に思う心や郷

土を愛する心を育む環境、また、人と人のつながりの中で子育て中の親子を支える環境をつくり

ます（地域コミュニティ）。 

・ 市民のニーズに応じた、インフォーマルサービスを開拓、実施するほか、市への政策提言を行い

ます（社会福祉協議会、事業者、民生委員等）。 

・ 地域の生活困窮者の掘り起しを積極的に進め、支援する担い手の一員となります（社会福祉協

議会）。 
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 権利を侵害されやすい認知症高齢者や障がい者等の権利を保護するための成年後見制度など権

利擁護事業のしくみを周知し、その普及・啓発に取り組みます。 

福祉サービスの提供は、高齢者、障がい者、児童といった対象者、あるいは事象ごとの福祉制度

により行われていますが、一人ひとりの生活課題の緩和や解決に結びつくサービスの選択ができ、

その上、より身近なところで享受できるなど、福祉サービスの内容の充実と向上に努めます。 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 権利擁護事業 

地域包括支援センターでは、社会福祉士を中心に、高齢者の権利擁護事業として、成年後見制度

に関する情報の提供などを行い、制度の利用促進を図っていきます。 

○ 障がい者虐待防止センターの設置 

障がい者虐待防止センターを設置し、障がい者虐待の防止、適切な保護及び擁護者に対する支

援を行うため、関係機関の連携強化を図ります。 

■個人・家庭 

・ 困っている人に様々な情報を提供したり、相談相手を紹介したりします。 

・ 権利を侵害されそうな高齢者、障がい者、児童がいたら関係機関に通報します。 

 

 

■民間団体等 

・ 権利を侵害されそうな高齢者、障がい者、児童についての情報を把握し、関係機関につなぎます

（民生委員等、事業者）。 

・ 日常生活自立支援事業で金銭管理が不安な市民を支援します（社会福祉協議会）。 

・ 成年後見制度に係る相談体制の充実を図ります（社会福祉協議会）。 

 

 

 

 

 施設中心の医療・介護から、可能な限り住み慣れた生活の場において必要な医療・介護サービス

が受けられ、安心して自分らしい生活を送ることができるよう、在宅医療と介護の連携体制の構築

を進め、地域包括ケアシステムの実現に取り組みます。 

誰もがなる可能性のある認知症については、支援の仕組みを説明したパンフレットを作成すると

ともに、相談体制を強化し、誰もが安心して、最後まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け

ることができるよう取り組みを進めます。 

基本施策⑪ 福祉サービスの利用促進 

基本施策⑫ 保険・医療・福祉などの関連分野の連携 
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＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 在宅医療・介護連携の推進 

高齢者が疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられる

よう、由利本荘市地域包括ケア推進委員会を設置しており、今後も由利本荘医師会や関係機関等と

連携をしながら、在宅医療・介護連携の推進を図ります。 

○ 認知症ケアパスの作成 

認知症の人やその家族が、認知症と疑われる症状が発生した場合に、いつ、どこで、どのような

医療や介護サービスを受ければよいか、実態に応じた支援の仕組みについて説明するパンフレット

を作成し、高齢者やその家族に配布します。また、地域包括支援センターでは、認知症の予防活動や

各種相談に対応します。 

■個人・家庭 

・ より良い在宅生活を送ることができる環境を、行政、医療及び介護事業者と一緒に考えていき

ます。 

■民間団体等 

・ より良い在宅生活を送ることができる環境を関係者が一緒に考えていきます。 

（地域コミュニティ、民生委員等、事業者、社会福祉協議会）。 

・ 認知症ケアパスに協力します（事業者、民生委員等、社会福祉協議会）。 

 

 

 

 

 

安全で快適に暮らすことのできる生活の場として、ユニバーサルデザイン＊12の考えに基づいた

まちづくりを一層推進し、誰もが容易に社会参加できる環境づくりを進めます。災害時に避難支援

が必要な人を円滑に避難させるための仕組みづくりを、自主防災組織や民生委員・児童委員等との

連携により進めます。 

＊13 
ユニバーサルデザイン「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などに関わらず、最初からできるだけ多くの

人が利用可能であるようにデザインすること。 

 

 

 

 

近年、国内では東日本大震災をはじめ、大きな自然災害が相次ぎ、多くの人的被害が発生してい

ます。こうした中で、災害時の避難などに不安を持つ高齢者や障がい者も多くいます。その把握と

その情報の適切な利用方法の確立、支援体制が必要です。市ではこれまで、「災害時要援護者避難

基本目標４ 暮らしやすい地域環境づくり 

現状と課題 
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支援プラン」を策定していますが、国の法改正を対応したプランの全体的な見直しを図る必要があ

ります。 

また子どもから高齢者まですべての市民が住み慣れた地域で安心して暮らせることができ、地

域活動や趣味、学習活動、スポーツなどさまざまな活動に参加できる環境づくりが求められていま

す。 

そのためには、バリアフリー＊13に配慮した施設の整備はもちろんのこと、すべての人が快適に利

用しやすい環境を整えるユニバーサルデザインの考え方をまちづくりの視点として進めることが大

切です。 

高齢社会の進展の中では、交通弱者の増加も予測されることから、買い物や通院などが困難な

交通弱者の移動手段を確保していく必要があります。 

＊14 バリアフリー 障がいのある人が社会生活をしていく中で、バリア（障壁）となるものを除去すること。建物の段差解消など物理的

なバリアのみならず、社会的、制度的、心理的なものすべてのバリア除去という意味でも使われています。 

 

 

 

 

 要配慮者（避難行動要支援者）の避難支援には、日常生活における隣近所の支え合いや自主防災

組織、社会福祉協議会などとの連携が欠かせません。個人情報の保護に配慮した上で、民生委員

等、近隣住民、自主防災組織等が連携し、高齢者単身世帯や障がい者等への日頃からの声かけや現

状把握、災害時に備えた支援・協力体制の整備と、要援護者を想定した防災訓練の実施などの地域

の防災意識及び防災力を高める取り組みを推進します。また、障がい者や高齢者のうち、特に配慮

の必要な人のための個別避難計画について関係機関のプランへの反映などを通してそれぞれの状

況にあった避難先や連絡先の確保について確認し、有事の際の市内避難所へのスムーズな移動が

出来るよう関係機関との調整を行います。 

またひとり暮らしの高齢者等が緊急搬送される際などに、本人の病歴や家族の連絡先などの情

報を関係者が入手し、適切な初期処置につなげられる仕組みを充実します。 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 避難行動要支援者避難支援プランの策定 

 国では、これまで災害時要援護者と一括りに呼ばれていた方を「避難行動要支援者」と定義し、避

難行動要支援者を記載した名簿の作成を各自治体に義務付けるなど、避難行動要支援者支援体制

の整備を行いました。 

こうしたことを踏まえ、プランの全体的な見直しを行い、より幅広く情報を記載した新しい計画と

して、「由利本荘市避難行動要支援者避難支援プラン」を策定しました。 

○ 避難行動要支援者名簿の作成 

基本施策⑬ 緊急時・災害時の対策の強化 
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避難支援の役割分担や個人情報の取り扱い等について必要な事項を定める避難支援計画を作

成し、避難行動要支援者名簿の作成を行い、関係機関への情報共有により要援護者の避難を円滑

に支援できる体制を整えつつありますが、さらに一歩進めたRPA※14導入による自動化により名簿

作成の随時更新を行います（令和２年度）。 

※14 RPA(Robotic Process Automation)は、これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくはより高度な作業

を人間に代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用した業務を代行・代替する取り組みです。（日本

RPA協会よりhttp://rpa-japan.com） 

 

○ 福祉避難所の設置 

通常の避難施設では避難生活が困難な要配慮者のための避難施設として、施設がバリアフリー

化されている等、要配慮者の利用に適しており、生活相談職員等の確保が比較的容易である社会

福祉施設等と協定を結び、福祉避難所の確保に努めます。（令和２年３月時点で、市内の１９施設と

協定を結んでいます。） 

○ 緊急通報体制整備事業（ふれあい安心電話システム） 

単身高齢者等の世帯を対象として、急病や災害等緊急時の連絡体制を確立するため緊急通報装

置を貸与します。 

○安全・安心キット配布事業 

緊急時に備えて医療、連絡先などの情報をわかりやすい場所に置いておき、迅速に入手できる

環境を整えておりますが、平成３０年には情報の更新を民生委員・児童委員を通して行っています。 

■個人・家庭 

・ 隣近所に住む要配慮者に日頃から声かけをするとともに、いざというときの連絡先の情報を聞

いておきます。 

・ 自助・共助による避難支援体制を確立し、避難する訓練に参加します。 

 

■民間団体等 

・ 自助・共助による避難支援体制を確立し、避難訓練を実施します（地域コミュニティ）。 

・ 高齢者等の見守りネットワークの仕組みにより、平常時からの見守り活動を強化します（社会福

祉協議会）。 

・ 安全・安心キットの配布及び普及・更新に協力します（民生委員等、社会福祉協議会）。 

・ 災害時におけるボランティア受け入れ体制の整備を図ります（社会福祉協議会）。 

 

 

 

第１章 総則 

１ 由利本荘市避難行動要支援者避難支援プラン策定にあたって 

・災害対策基本法の改正を踏まえ、より幅広く情報を記載した新しい計画として、「由利本荘市

《参 考》避難行動要支援者避難支援プランの骨子 
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避難行動要支援者避難支援プラン」を策定する。 

２ 由利本荘市避難行動要支援者避難支援プランの目的 

・避難行動要支援者の「自助」及び、地域や住民による「共助」を基本とする。 

・避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平常時から避難行動要支援者に

関する情報の把握、防災情報の伝達手段・伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を整

備することを目的とする。 

３ 由利本荘市避難行動要支援者避難支援プランの位置づけ 

・「由利本荘市避難行動要支援者避難支援プラン」は、地域防災計画中の要配慮者支援計画の

うち、避難支援に関する事項を具体化したものである。 

４ 要配慮者と避難行動要支援者 

・高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に配慮が必要な方を「要配慮者」といいます。 

・「要配慮者」のうち、災害発生時に、自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅

速な避難の確保を図るために特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」といいます。 

５ 避難支援対象者 

・より緊急性の高い、他者の支援がなければ避難できない在宅の方で、かつ、家族等による必

要な支援が受けられない方について、重点的・優先的に進める。 

６ 対象とする災害 

・避難支援プランは、全ての災害を対象とし、対象地域は由利本荘市全域とする。 

 

第２章 避難行動要支援者情報の把握・共有 

１ 避難行動要支援者情報の把握 

・平常時から避難行動要支援者の居住地や生活状況等を把握し、災害時にはこれらの 

情報を迅速に活用できるよう整理する。 

２ 避難行動要支援者名簿の作成と管理 

・避難行動要支援者の避難支援等を円滑に実施するため、市は避難行動要支援者名簿を 

作成する。 

（１）避難行動要支援者情報の収集 

・「関係機関共有方式」を用いて避難行動要支援者名簿を作成する。 

（２）避難行動要支援者名簿の対象範囲 

  ・在宅で次のいずれかの条件に該当する方で、避難に当たって自力避難が困難で家族等 

の支援を受けられない方 

・要介護認定３以上の方 

・身体障害者手帳１～２級の方 

・療育手帳 Aを所持する方 

・精神障害者保健福祉手帳１、２級を所持する単身者 

・名簿への掲載希望のあった方で、市において掲載が適当であると判断した方 
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・その他、市長が掲載する必要があると判断した方 

（３）避難行動要支援者名簿に登載する項目 

・必要な個人情報 

氏名、生年月日、性別、住所又は居所、地区名（町内会名）、電話番号・緊急連絡先、 

避難支援を必要とする事由（介護や障害等の程度） 

（４）避難行動要支援者名簿の管理 

・避難行動要支援者名簿は市が保管し、避難行動要支援者の避難支援の目的にのみ利用 

する。 

３ 避難行動要支援者情報の共有 

・避難支援体制を整備するため、平常時から避難行動要支援者情報を関係機関等で共有 

する。 

４ 避難行動要支援者情報の提供 

・有事の際は、地域での助け合いである「共助」が非常に重要となる。 

・避難行動要支援者名簿を関係機関等に平常時から提供できる体制を整える。 

５ 避難行動要支援者名簿の提供 

・守秘義務等の一定の条件を付して町内会や自治会等へ名簿を提供する。 

６ 避難行動要支援者情報の共有・提供にあたっての情報保護 

・避難行動要支援者名簿の提供を受ける側の情報保護対策を確保する。 

７ 避難行動要支援者名簿の更新 

・市は、毎年避難行動要支援者名簿の更新を行うものとする。 

・避難行動要支援者名簿は関係機関等と共有するとともに、更新された名簿を提供で 

きる体制を整える。 

 

第３章 避難支援体制の整備 

１ 避難支援等関係者 

・実効性のある避難支援を計画するために、避難支援等関係者になり得る者の活動実態を 

把握して、地域における避難支援等関係者を決定する。 

 ・避難支援等関係者となる者 

・由利本荘市消防本部及び市消防団 

・県警察 

・民生委員 

・市社会福祉協議会 

・自主防災組織 

・避難支援を行う地区・町内会等 

・その他、市長が支援者として依頼すべきと判断した方 

・その他、市長が掲載する必要があると判断した方 
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２ 関係各機関等の役割 

・関係各機関等では、平常時および災害時の役割を確認しておく必要がある。 

 

第４章 情報伝達体制 

１ 普及・周知 

（１）防災情報の周知  

・市が作成している各種防災情報を通じて関係機関や住民への周知に努めるとともに、 

特に避難行動要支援者の理解を進め、地域防災に関する意識の向上を図る。  

（２）避難行動要支援者の避難支援方法等の普及 

・市は、避難行動要支援者情報の収集・共有や避難支援プランの必要性、管理方法、避難支

援方法等について、普及を図る。  

２ 情報伝達体制の整備 

（１）避難行動要支援者への情報伝達 

・避難行動要支援者及び社会福祉施設等の利用者が早めに避難準備及び避難ができる早

期の情報伝達に努める。 

（２）避難支援関係機関への情報伝達 

・避難支援関係機関へ防災情報を積極的に提供し、避難行動要支援者支援体制の確保に 

努める。  

 

第５章 避難誘導体制・安否確認 

１ 安全確保と避難誘導 

・災害発生時に避難行動要支援者の安全確保及び避難誘導は、避難行動要支援者名簿等を 

用いて、地域が協力して行う。 

２ 安否確認の方法 

・市は、関係機関等と協力して、避難行動要支援者の所在及び安否の確認を行う。 

３ 避難行動要支援者等の特徴 

・避難行動要支援者等の状況を認識し、それに応じた対応が必要となる。 

４ 安否情報の収集 

（１）避難施設での所在確認 

・避難者名簿及び避難行動要支援者名簿に基づき避難行動要支援者を把握します。 

（２）在宅している避難行動要支援者の安否確認 

・地域組織及び関係機関等と協力して、在宅の避難行動要支援者の安否確認に努める。 

５ 各災害時における避難体制 

（１）地震 

（２）風水害 

 



第４章 地域福祉推進のための施策の方向 

- 51 - 
 

第６章 避難施設における支援 

１ 避難施設等における要配慮者支援体制 

（１）開設の周知 

・防災情報に基づき、避難施設の開設を行い、様々な情報伝達手段により住民への周知 

を図る。 

（２）避難施設との連携 

・避難施設の運営者は、避難施設における要配慮者の支援を行うとともに、関係団体と 

の情報共有に努める。 

（３）支援体制の確認 

・平常時から、要配慮者への確実な情報伝達や物資の提供方法等について確認する。 

（４）優先的支援の実施 

・支援者の有無や障がいの種類・程度等に応じ、早期に支援を実施すべき要配慮者に 

ついて優先的に対応する。 

２ 避難施設での生活にあたって  

・避難施設での生活にあたり、要配慮者の特性に応じた支援が必要となる。 

３ 福祉避難所（二次避難施設）  

（１）福祉避難所の設置 

・通常の避難施設では避難生活が困難な要配慮者のための避難施設として、社会福祉 

施設等と協定を結び、福祉避難所の確保に努める。  

（２）福祉避難所の確保 

・福祉避難所へ避難する必要がある方の概数を把握し、必要となる福祉避難所の確保に努 

める。  

（３）設置・運営等 

・福祉避難所の運営のため、福祉避難所の設置・運営訓練を実施する。 

・福祉避難所の設置及び運営については福祉避難所運営マニュアルを別に定める。 

 

第７章 計画の推進に向けて 

１ 計画の見直し 

・新たな課題や意見及びその対応策等を随時反映するため、市民、地域等の意見を踏まえなが

ら、適宜見直しを図るものとする。  

２ さらなる避難支援対策の進め方 

（１）個別支援計画 

・避難行動要支援者一人ひとりについて、個別の対応方法（個別支援計画）を作成する。  

（２）個別支援計画の考え方 

・個別支援計画は、避難行動要支援者一人ひとりの避難支援計画として支援に携わる 

メンバーが協議し、作成する。 
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（３）個別支援計画の対象者 

・個別支援計画の対象者は、避難行動要支援者名簿の対象範囲と同様とする。 

（４）避難行動要支援者・避難支援者の役割 

・日頃から、支援者同士、また避難行動要支援者本人・家族との間で発災時の対応につ 

いて共通の認識のもと、その対応方法について情報等を共有する。 

（５）市の役割 

・市は、地域における個別支援計画の作成にあたり、個別支援計画の作成を促進するための

環境を整備することに努める。 

 

 

 

 

 

高齢者や障がい者、小さな子どもを抱えた人にとって利用しやすい公共施設や空間などの整備

は、安全で安心な福祉のまちづくりを進めるうえで、重要な課題です。 

 ユニバーサルデザインの理念を周知し、市民、民間事業者等の理解と協力を得ながら、安全で安

心な生活環境作りに努めます。 

 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 公共施設等のユニバーサルデザイン化の推進 

市の施設とともに、駅、公共交通機関、医療機関等についてわかりやすい表示や案内誘導とする

などユニバーサルフォントの活用などを通してユニバーサルデザイン化を促進します。 

 

○ ユニバーサルデザインの理念の周知 

福祉教育等の機会を通じて、ユニバーサルデザインの理念について周知を図ります。 

○ こどものえき設置事業 

 公共・民間施設を問わず、「おむつ交換台」、「ベビーキープ」、「授乳スペース」を備えた「こどもの

えき」施設の増加を推進します。 

■個人・家庭 

・ 案内誘導など、高齢者や障がいのある人などを気軽に手助けし、社会参加を支援します。 

・ ユニバーサルデザインについて学習します。 

■民間団体等 

・ ユニバーサルデザインについて学習する機会を設けます（地域コミュニティ、教育関係機関等)。 

・ 施設の建設や改修時に、障がい者、高齢者、子育て世帯等の意見を反映させます（事業者、地域

コミュニティ）。 

基本施策⑭ ユニバーサルデザインの推進 
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・ 管理する施設について、ユニバーサルデザインに配慮した整備と維持管理に努めます（地域コミ

ュニティ、事業者、社会福祉協議会）。 

 

 

 

 

 路線バスの廃止などで、移動が不便となった地域において、地域に合った適正な規模の交通の確

保を推進するほか、障がい者や高齢者への交通費の助成や、自動車免許の取得などに便宜を図り

ます。 

＜それぞれの役割＞ 

■行政 

○ 由利本荘市コミュニティバスの周知 

市では、コミュニティバスを運行し、路線バス廃止等による交通空白地域における住民の交通手

段を確保し、買い物弱者の解消や医療機関受診のための地域公共交通の確保に努めます。 

○ 障がい者や高齢者等の移動支援事業の周知 

事業所等が行う、障がい者や高齢者等の外出を援助する事業について制度を周知し、障がい者

や高齢者等の社会参加の促進を図ります。 

○ 障がい者へのタクシー券の配布、自動車運転免許取得等に対する助成 

一定の要件を満たす障がい者に対して交通費の助成を行います。障がい者の自動車運転免許の

取得や自動車の改造等に要する経費の一部を助成します。 

 

■個人・家庭 

・ 地域内交通の計画づくりへ参加します。 

・ 既存公共交通の利用を心がけ、地域内交通を維持、確保します。 

■民間団体等 

・ 障がい者や高齢者等の移動支援事業等を継続し、または新たに実施します（事業所、社会福祉協

議会）。 

・ 地域が主体となって、地域に合った移動支援事業を実施します（地域コミュニティ）。 

 

基本施策⑮ 移動手段の確保 
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１ 計画推進のための基本的な考え方 

 

本計画は、市の発展計画のもと、保健福祉部門の個別計画の理念をつなぎ、地域福祉推進に向

けた基本的な考え方や、地域での支え合いの仕組みづくりの方向について示しています。 

具体的には、市の保健福祉部門の個別計画及び本計画において、地域の状況や課題などを踏ま

えた取り組みが示され、それぞれ連携を図りながら施策や事業が展開されます。 

また今後、策定される個別計画においては、福祉サービスの適切な利用の促進、事業の健全な発

達、住民の参加の促進を「地域において」どう進めるかという「地域福祉からの視点」をもつことに

より「地域福祉」の「総合化」を目指していきます。 

 

２ 計画の進行管理 

 

地域福祉の推進には、多くの人の理解と協力は欠かせません。そのため、まずは、計画について

多くの人に知ってもらい、関心を持ってもらえるよう広く情報を提供し、住民や事業者など意見を

求めながら、計画で位置づけた取り組みについて進行管理を行います。  

また、計画を推進していく上で、社会情勢や住民の意見などから新たな課題が生じた場合は、必

要に応じて計画の見直しを行ない、次期計画の策定に活かせる取り組みを進めていきます。  

 

１．計画の周知  

多くの人が地域福祉への理解を深め、計画について知っていただけるよう、社会福祉協議会

と連携し、社会福祉大会などを開催します。また、社会福祉大会等を「学びの場」としてだけでな

く、住民と多様な組織・団体が地域で連携できるための「つながりの場」としても開催するととも

に、その場を通じて、様々な意見を把握し、計画の進行管理や次期計画の策定に活かしていきま

す。  

 

２．地域福祉課題の把握  

住民や地域が抱えている地域福祉課題を把握することは、地域福祉の推進を図る上では必要

なことです。そのため、民生委員･児童委員の活動や社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計

画の進行管理を行う中で把握された地域福祉課題を共有し、計画の進行管理に役立てていきま

す。  

 

３．計画の検証・評価・見直し 

計画の評価は、一つ一つの取り組みを評価するだけでなく、計画で集約した課題や取り組みの
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基本方向を踏まえ、市の取り組み状況だけでなく、社会福祉協議会や関係機関から把握された地域

福祉課題の検証など、地域の実情を取り入れながら総合的に評価を行ないます。 

計画の進捗状況は、定期的にその進捗を把握し、分析・評価を行い課題等がある場合には随時対応

して行きます。その為、計画に定める事項について定期的な調査、分析及び評価を行い、必要があると

認められるときには、計画の変更やその他必要な措置を講じる（ＰＤＣＡサイクル＊16）管理手法を取り入

れ、計画の中間年度である令和４年度を見直し時期とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊16 「ＰＤＣＡサイクル」とは、様々な分野・領域における品質改善や業務改善などに広く活用されているマネジメント手法

で、「計画（Ｐｌａｎ））」「実行（Ｄｏ）」｛評価（Ｃｈｅｃｋ）｝「改善（Ａｃｔ）」のプロセスを順に実施していくものです。 

 

（計画） （実施） 

（改善） 
（評価） 
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１ 「障がい者計画」由利本荘市障がい者支援協議会委員名簿 

 

№ 所属機関名・職名 氏   名 

１ 由利本荘市福祉事務所長  大 井 法 生 

２ 秋田県由利地域振興局福祉環境部主査 池 田 栄 子 

３ 本荘公共職業安定所企画開発部門雇用指導官  猪 本   香  

４ 特定医療法人荘和会 菅原病院 地域移行推進室 伊 藤 鈴 子 

５ 秋田県立ゆり支援学校地域支援部主任 桐 田 明日子 

６ 由利本荘市身体障害者協会会長 三 浦 良 明 

７ 由利本荘市手をつなぐ育成会会長 長谷川 時 夫 

８ 由利本荘市社会福祉協議会福祉事業課長 伊 藤 久美子 

９ 
由利本荘・にかほ圏域 

障害者就業・生活支援センター主任就業支援員 
佐々木 寛 子 

10 由利本荘地域生活支援センター相談支援専門員 小 原 辰 矢 

11 障害者自立支援センター「和」相談支援専門員 川 村 純 子 

12 由利本荘市教育委員会学校教育課主幹兼課長 土 倉 新 也 

（順不同、役職名は令和2年３月策定時点） 
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２ 由利本荘市子ども・子育て会議委員名簿 

 

№ 所       属 氏   名 

１  子どもの保護者（公募委員） 齊 藤 英 行 

２  子どもの保護者（公募委員） 岡 田 絵梨子 

３  子どもの保護者（公募委員） 福 田 志 紀 

４  由利本荘市ＰＴＡ連合会 工 藤 裕美子 

５  由利本荘市民生児童委員協議会 岩 崎 通 子 

６  由利本荘市手をつなぐ育成会 長谷川 時 夫 

７  子育てサポートグループ「まんま」 東海林 京 子 

８  子育てサポートグループ「ままちょこ」 菅 原 清 香 

９ 由利本荘市保育協議会 猪 股   豊 

10 由利本荘市私立幼稚園・認定こども園連合会 大 城 敬 子 

11  石脇学童クラブ 奥 山 桂 子 

12 由利本荘市社会福祉協議会 佐々木 保 之 

13 由利本荘市教育委員会学校教育課 佐 藤   隆 

14 由利本荘市商工会 吉 田 光 浩 

15  秋田県教職員組合本荘由利支部 高 橋   稔 

（順不同、役職名は策定当時） 
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３ 由利本荘市高齢者保健福祉計画策定委員会名簿 

 

№ 所属機関・団体名称及び役職名称等 氏  名 

１ (社)由利本荘医師会 会長 渡  邊      廉 

２ 由利本荘市民生児童委員協議会 会長 佐々木  和  男 

３ 秋田しんせい農業協同組合 営農生活部福祉事業所長 工  藤  重  昭 

４ 由利本荘市国民健康保険運営協議会 被保険者委員 相  庭  幸  子 

５ (福)久盛会 あまさぎ園居宅介護支援事業所 管理者 高  橋  久  美 

６ 由利まちづくり協議会 委員 佐  藤  イネ子 

７ 大内まちづくり協議会 会長 佐々木  廣  二 

８ (福)由利本荘市社会福祉協議会 福祉事業課長 伊  藤  久美子 

９ 本荘ボランティア団体連絡協議会 会員 岩  崎  通  子 

10 地域推薦委員 佐々木  雅  廣 

11 地域推薦委員 早  川  修  一 

12 本荘由利広域市町村圏組合養護老人ホーム寿荘 施設長 佐  藤      明 

（順不同、役職名は策定当時） 
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４ 由利本荘市健康生活推進協議会委員名簿 

 

№ 所属機関・団体名称及び役職名称等 氏   名 

１ 由利本荘医師会会長 渡 邊   廉 

２ 由利本荘歯科医師会会長 鈴 木 直 之 

３ 由利本荘市食生活改善推進協議会会長 布 施 隆 子 

４ 由利本荘市食生活改善推進協議会副会長 三 浦 恵美子 

５ 由利本荘市食生活改善推進協議会副会長 佐 野 陽 子 

６ 本荘由利学校保健会養護教諭部部会会長 畑 中 裕 子 

７ 由利本荘市民生児童委員協議会会長 佐々木 和 男 

８ 由利本荘市老人クラブ連合会会長   前 川   侔 

９ 由利本荘市結核予防婦人会連合会会長 鈴 木 トシ子 

10 由利本荘市結核予防婦人会連合会副会長 藤 原 俊 子 

11 秋田しんせい農協女性部副部長 梅 津 眞 子 

12 由利本荘市保育協議会会長 猪 股   豊 

13 由利本荘市商工会女性部部長 阿 部 里 美 

14 本荘労働基準監督署署長 金 森   健 

15 いきいきインターバル速歩推進協会会長  熊 坂 文 子 

（順不同、役職名は策定当時） 
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５ 由利本荘市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

 

№ 選出母体 所属機関・団体名称及び役職名称等 氏名 

１ 福祉事業委員会 福祉事業委員会 委員長 （委員長） 木 内 惠 一 

２ 各種団体の代表者 
由利本荘市民生児童委員協議会 会長

（副委員長） 
佐々木 和 男 

３ 地域住民の代表者 本荘まちづくり協議会 会長 吉 田   隆 

４ 地域住民の代表者 矢島まちづくり協議会 会長 三 浦 秀 人 

５ 地域住民の代表者 岩城まちづくり協議会 会長 渡 部   昭 

６ 地域住民の代表者 由利まちづくり協議会 会長 熊 谷 甚 悦 

７ 地域住民の代表者 大内まちづくり協議会 会長 小 野   勇 

８ 地域住民の代表者 東由利まちづくり協議会 会長 千 葉   覚 

９ 地域住民の代表者 西目まちづくり協議会 会長 加 賀 鉄 美 

10 各種団体等の代表者 鳥海まちづくり協議会 会長 土 田 房 義 

11 各種団体等の代表者 由利本荘市婦人団体連絡協議 会長 土 田 典 子 

12 各種団体等の代表者 
社団法人由利本荘医師会 監事 

介護老人保健施設「しょうわ」施設長 
前 原 巳知夫 

13 各種団体等の代表者 由利本荘市商工会 吉 田 光 浩 

14 各種団体等の代表者 
秋田しんせい農業協同組合 

代表理事副組合長 
清 橋 一 広 

15 関係行政機関の職員 由利本荘市健康福祉部福祉事務所長 大 井 法 生 

（順不同、役職名は策定当時）
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